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は
じ
め
に

　

菅
原
道
真
は
「
書
斎
記
」（『
菅
家
文
草
』
巻
七
・　

）
に
お
い
て
、「
唯
だ
我

526

を
知
る
者
、
其
の
人
三
許
人
有
り
」
と
い
い
、
心
を
許
し
た
詩
友
の
少
な
さ
を
語
っ

て
い
る
。
道
真
の
詩
友
と
し
て
は
、
島
田
忠
臣
や
紀
長
谷
雄
の
名
が
ま
ず
上
が
る
。

し
か
し
、
そ
れ
以
外
に
も
、『
菅
家
文
草
』『
菅
家
後
集
』
を
概
観
す
れ
ば
、
深
い

交
流
を
持
つ
人
物
が
見
出
せ
る
。
例
え
ば
、「
憶
諸
詩
友
兼
奉
寄
前
濃
州
田
別
駕
」

（『
菅
家
文
草
』
巻
四
・　

）
に
お
い
て
「
詩
友
」
と
し
て
詠
出
さ
れ
る
巨
勢
文
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雄
や
安
倍
興
行
は
、
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
忠
臣
・
長
谷
雄
以

外
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
る
に
留
ま
り
、
辞
書
的
な
説
明
以
外
に
検
討
さ
れ
た
こ

と
は
な
い
と
い
っ
て
い
い
。
忠
臣
や
長
谷
雄
と
異
な
り
、
作
品
が
ほ
と
ん
ど
残
っ

て
い
な
い
こ
と
も
影
響
し
て
い
よ
う
。

　

し
か
し
、
道
真
の
作
品
を
読
む
上
に
お
い
て
も
、
ま
た
、
平
安
前
期
漢
文
学
研

究
の
立
場
に
お
い
て
も
、
彼
等
の
存
在
を
捨
て
置
く
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ

る
。

　

安
倍
興
行
は
、『
菅
家
文
草
』
中
で
は
、
忠
臣
に
次
ぐ
贈
答
を
残
し
て
い
る
。
道

真
と
交
流
の
あ
る
詩
人
の
中
で
重
視
さ
れ
て
然
る
べ
き
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
、

興
行
に
つ
い
て
触
れ
た
論
稿
は
希
で
あ
る
。
後
藤
昭
雄
「
紀
長
谷
雄
「
延
喜
以
後

詩
序
」
私
注
」（『
平
安
朝
文
人
志
』
吉
川
弘
文
館
・
一
九
九
三
年
）、
高
兵
兵
「
菅

原
道
真
の
交
友
と
源
能
有
」（
和
漢
比
較
文
学　

・
二
〇
〇
五
年
）
が
、
道
真
と
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の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
。
辞
書
の
記
述
で
は
あ
る
が
、
関
口
力
「
安
倍
興
行
」

（『
平
安
時
代
史
事
典
』
角
川
書
店
・
一
九
九
四
年
）
は
、
道
真
と
の
交
流
に
も

触
れ
、
目
配
り
が
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
興
行
が
主
題
で
は
な
か
っ
た
り
、

紙
幅
に
制
限
が
あ
っ
て
、
詳
細
な
検
討
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　

本
稿
で
は
、
安
倍
興
行
に
つ
い
て
論
じ
る
。
伝
記
考
証
を
中
心
と
し
、
そ
の
時
々

に
道
真
が
興
行
に
送
っ
た
、
あ
る
い
は
言
及
し
た
作
品
を
取
り
あ
げ
る
。
本
間
洋

一 
は 
、
道
真
研
究
の
現
状
に
つ
い
て
、「
そ
れ
ら
の
論
の
中
核
は
所
謂
「
詩
臣
道

（
１
）

真
論
」
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
不
世
出
の
詩
人
の
「
詩
臣
」
像

　
　
　
　

安
倍
興
行
考
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『
菅
家
文
草
』
に
道
真
と
の
贈
答
が
見
ら
れ
る
安
倍
興
行
に
つ
い
て
、
伝
記
考
証
を
中

心
に
考
察
を
加
え
た
。
道
真
の
交
流
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
平
安
前
期
の
儒
者

の
あ
り
方
を
追
求
す
る
た
め
で
あ
る
。
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を
正
面
か
ら
解
き
明
か
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
良
か
ろ
う
」
と
評

価
し
な
が
ら
も
、「
さ
り
と
て
道
真
詩
の
世
界
が
そ
う
し
た
視
点
で
の
み
論
じ
ら

れ
る
も
の
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
」
と
い
う
。

本
論
で
は
興
行
関
連
詩
を
取
り
上
げ
る
が
、
そ
れ
は
、「
詩
臣
道
真
」
と
は
異
な

る
道
真
像
を
描
く
、
ひ
と
つ
の
試
み
で
も
あ
る
。

　
　
　

一
、
対
策
及
第
以
前

　

安
倍
興
行
の
父
は
、
安
仁
で
あ
る
。
貞
観
元
年
四
月
二
十
三
日
薨 
伝 
に
よ
れ
ば
、

（
２
）

安
仁
は
左
京
の
人
で
、
従
四
位
上
行
治
部
卿
東
人
の
孫
、
参
議
大
宰
大
弐
従
四
位

上
寛
麻
呂
の
子
で
あ
る
。「
身
長
六
尺
三
寸
、
姿
皃
環
偉
、
性
沈
深
威
重
有
り
」

と
い
う
。
若
く
し
て
校
書
殿
に
直
し
、
弘
仁
年
間
に
山
城
大
掾
と
な
り
、
中
務
・

民
部
少
丞
を
歴
任
。
天
長
の
初
に
近
江
権
大
掾
と
な
り
、
介
の
藤
原
弟
雄
と
親
し

く
、
政
事
を
委
任
さ
れ
る
。
安
仁
の
評
判
は
朝
廷
に
聞
こ
え
、
任
期
を
待
た
ず
し

て
、
従
五
位
下
を
授
け
ら
れ
、
信
濃
介
に
任
じ
ら
れ
る
。
三
年
で
「
部
内
肅
然
」。

任
を
終
え
る
年
、
従
五
位
上
を
加
え
ら
れ
た
。
つ
い
で
兵
部
少
輔
を
拝
し
、
に
わ

か
に
正
五
位
下
に
進
む
。
承
和
元
年
に
大
輔
に
転
じ
、
近
江
権
介
に
任
じ
ら
れ
た
。

翌
年
、
刑
部
大
輔
に
遷
る
。
勅
が
あ
り
、
嵯
峨
上
皇
に
侍
る
。
上
皇
は
甚
だ
親
任

し
て
、
安
仁
を
院
の
別
当
と
し
、
事
の
大
小
に
拘
わ
ら
ず
、
決
を
委
ね
た
。
こ
れ

以
前
、
院
の
事
務
は
停
滞
し
て
い
た
が
、
安
仁
は
旬
日
の
間
に
「
平
理
弁
行
」
し

た
と
い
う
。
上
皇
は
こ
れ
を
深
く
嘉
と
し
た
。
つ
い
で
治
部
大
輔
に
遷
る
。
上
皇

は
、
諸
国
吏
の
優
劣
を
評
議
さ
せ
た
が
、
信
濃
介
と
し
て
能
吏
だ
っ
た
安
仁
に
匹

敵
す
る
も
の
は
お
ら
ず
、
後
人
も
及
ば
な
い
と
評
し
、「
牙
笏
・
玉
帯
・
金
魚
袋
・

御
衣
一
襲
」
を
下
し
た
。
有
職
の
者
が
賀
し
て
「
此
の
賞
は
是
れ
宰
相
の
鴻 
漸 
也
」

（
３
）

と
評
し
た
。
承
和
三
年
、
従
四
位
下
。
五
年
、
参
議
、
刑
部
卿
と
な
る
。
上
皇
は

安
仁
に
「
汝
宜
し
く
早
く
枢
機
の
職
に
居
る
べ
し
。
何
ぞ
久
し
く
山
院
の
事
を
行

ふ
」
と
語
っ
た
。
そ
し
て
、
同
七
年
、
左
大
弁
と
な
り
、
院
の
別
当
職
を
停
め
ら

れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
院
中
の
庶
事
が
治
ま
ら
ず
、
勅
が
あ
り
、
再
び
別
当

と
な
っ
た
。
弁
官
の
政
は
、
払
暁
に
官
庁
に
入
る
。
安
仁
は
衙
を
退
い
て
後
に
、

必
ず
嵯
峨
に
詣
で
た
。
往
還
の
間
に
は
、
原
野
数
里
が
あ
っ
た
。
朝
廷
は
そ
の
多

忙
を
恤
み
、「
択
簡
の
職
」
と
し
た
。
承
和
九
年
、
大
蔵
卿
に
遷
る
。
こ
の
年
七

月
、
嵯
峨
上
皇
が
崩
御
し
、
皇
太
子
恒
貞
親
王
が
事
に
坐
し
て
廃
さ
れ
た
。
八
月

に
新
た
に
皇
太
子
（
文
徳
）
を
立
て
、
安
仁
は
、
春
宮
大
夫
に
任
じ
ら
れ
た
。
十

年
、
下
野
守
を
兼
ね
、
幾
ば
く
も
な
ら
ず
し
て
、
弾
正
大
弼
を
兼
ね
た
。
十
一
年
、

従
四
位
上
。
十
三
年
に
、
正
四
位
下
。
左
大
弁
に
遷
っ
た
。
春
宮
大
夫
・
弾
正
大

弼
・
下
野
守
は
並
び
に
も
と
の
如
し
。
十
五
年
、
従
三
位
と
な
り
、
中
納
言
に
任

じ
ら
れ
、
数
日
に
し
て
、
民
部
卿
を
兼
ね
る
。
春
宮
大
夫
は
も
と
の
如
し
で
あ
る
。

嘉
祥
三
年
、
正
三
位
。
斉
衡
二
年
、
陸
奧
出
羽
按
察
使
と
な
る
。
上
表
し
て
民
部

卿
を
辞
す
こ
と
を
求
め
る
も
、
不
許
。
三
年
、
権
大
納
言
。
安
仁
は
、
謙
虚
で
あ
っ

て
、
公
を
愛
す
る
こ
と
家
の
如
し
で
あ
っ
た
。
子
弟
を
顧
み
て
「
諸
国
の
調
庸
、

多
く
封
家
に
入
る
。
官
に
納
る
る
者
少
し
。
所
食
の
邑
、
身
に
余
有
り
」
と
い
い
、

そ
し
て
、「
職
を
帯
ぶ
る
こ
と
両
三
官
、
具
瞻
の
地
に
周
旋
す
。
食
邑
八
百
戸
、

尸
素
の
身
に
盈
溢
す
。
伏
し
て
望
む
ら
く
は
、
大
納
言
の 
食 
む
所
を
減
じ
、
中
納

は

言
の
所
封
を
給
へ
」
と
上
表
し
た
。
天
皇
は
安
仁
の
謙
譲
に
感
じ
、
特
に
そ
の
請
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う
と
こ
ろ
を
許
し
た
。
天
安
元
年
、
大
納
言
と
な
り
、
右
近
衛
大
将
を
兼
ね
た
。
抗

表
し
て
大
将
を
辞
す
こ
と
を
求
め
た
が
、
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
頻
り
に
上
表
す
る

こ
と
二
度
三
度
に
及
ん
で
、
漸
く
許
さ
れ
た
。
薨
去
の
時
、
年
六
十
七
。

　

以
上
が
、
安
仁
伝
の
概
略
で
あ
る
。
地
方
官
と
し
て
良
吏
で
あ
り
、
嵯
峨
上
皇

の
院
別
当
と
し
て
上
皇
の
信
頼
を
得
、
議
政
官
と
な
っ
た
後
も
、
自
ら
の
食
邑
を

減
ず
る
こ
と
を
求
め
る
な
ど
、「
謙
虚
」
と
い
わ
れ
る
に
相
応
し
い
人
物
で
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
薨
伝
で
は
こ
れ
に
続
い
て
、「
安
仁
、
政
体
に
達
練
に
し
て
、

朝
章
に
明
解
な
り
。
奏
議
有
る
毎
に
、
応
対
滞
る
こ
と
無
し
。
仮
景
に
至
り
て
、

子
孫
に
教
誡
す
」
と
あ
り
、
能
吏
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
休
日
に
は
、
子
孫

に
「
教
誡
」
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
興
行
も
そ
の
「
教
誡
」
を
受
け
た
こ
と
に

な
ろ
う
。
薨
伝
の
最
後
は
、
子
息
に
つ
い
て
語
る
。「
子
男
八
人
有
り
。
貞
行
、

宗
行
、
清
行
、
興
行
、
最
も
名
を
知
ら
る
。
興
行
始
め
て
秀
才
に
挙
げ
ら
る
。
対

策
及
第
す
」
と
、
八
男
の
中
で
も
、
四
人
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
菅
原
道
真

「
安
氏
諸
大
夫
為
先
妣
修
法
華
会
願
文
〈
貞
観
十
一
年
九
月
廿
五
日
〉」（『
菅
家

文
草
』
巻
十
一
・　

）
に
よ
れ
ば
、
宗
行
母
多
治
氏
に
は
、
同
胞
と
し
て
「
四
男

642

一
女
」
が
お
り
、
貞
観
九
年
十
二
月
十
五
日
に
没
し
た
と
い
う
。
後
述
す
る
よ
う

に
、
貞
行
の
母
は
貞
観
三
年
に
、
清
行
の
母
は
貞
観
六
年
に
没
し
て
お
り
、
宗
行
、

貞
行
、
清
行
は
異
母
兄
弟
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
興
行
が
誰
と
同
母
な
の
か
、
あ

る
い
は
さ
ら
に
別
人
を
母
と
し
て
い
た
か
は
未
詳
で
あ
る
が
、
安
仁
甍
伝
に
い
う

八
男
の
う
ち
、
四
男
は
多
治
氏
を
母
と
し
て
い
る
こ
と
に
な 
る 
。
興
行
は
子
息
中

（
４
）

で
初
め
て
文
章
得
業
生
に
な
っ
た
こ
と
、
対
策
及
第
し
た
こ
と
が
特
筆
さ
れ
て
い

る
。 

　

興
行
の
生
没
年
は
未
詳
で
あ
る
。

　

興
行
の
兄
清
行
は
、
昌
泰
三
年
（　

）
に
七
十
六
歳
で
卒
し
て
い
る
（『
古
今

900

和
歌
集
目
録
』）。
従
っ
て
清
行
の
生
年
は
天
長
二
年
（　

）
と
な
る
。
興
行
は
こ

825

れ
以
後
の
誕
生
と
な
る
。
興
行
は
、
後
述
の
ご
と
く
、
貞
観
十
一
年
（　

）
正
月

869

十
三
日
に
既
に
大
内
記
と
し
て
見
え
る
。
例
え
ば
、
大
枝
音
人
は
、
仁
寿
三
年
（　

）
853

七
月
一
日
に
四
十
三
歳
で
大
内
記
、
都
良
香
は
、
貞
観
十
五
（　

）
年
正
月
十
三

873

日
に
四
十
歳
で
大
内
記
、
興
行
の
兄
清
行
は
、
貞
観
元
年
（　

）
正
月
二
十
八
日

859

に
既
に
大
内
記
と
し
て
見
え
る
が
、
こ
の
時
、
三
十
五
歳
。
以
上
の
例
を
見
る
と
、

三
十
代
半
ば
か
ら
四
十
代
前
後
に
大
内
記
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
兄
清
行
が
三
十

代
半
ば
に
は
大
内
記
に
な
っ
て
い
た
よ
う
な
の
で
、
貞
観
十
一
年
（　

）
で
三
十

869

五
歳
と
す
る
と
、
承
和
二
年
年
（　

）
生
と
な
り
、
清
行
よ
り
も
十
歳
年
少
と
な

835

る
。

　

ま
た
、
興
行
は
、
貞
観
十
年
に
は
少
内
記
で
あ
っ
た
ら
し
い
（
後
述
）。
道
真

は
二
十
七
歳
で
少
内
記
（『
公
卿
補
任
』
他
）、
音
人
が
承
和
十
三
（　

）
年
正
月

846

十
三
日
に
三
十
六
歳
で
（『
公
卿
補
任
』）、
良
香
が
貞
観
十
二
（　

）
年
二
月
二

870

十
一
日
に
三
十
七
歳
で
（『
古
今
和
歌
集
目
録
』）、
任
少
内
記
。
こ
れ
ら
の
例
か

ら
す
れ
ば
、
三
十
歳
前
後
か
ら
三
十
歳
半
ば
で
少
内
記
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
興
行

が
既
に
少
内
記
と
し
て
見
え
る
貞
観
十
年
（　

）
を
三
十
五
歳
と
す
る
と
、
承
和

868

元
年
（　

）
生
と
な
る
。
大
内
記
就
任
年
齢
も
加
味
す
れ
ば
、
大
体
承
和
元
、
二

834

年
生
か
。
こ
こ
で
は
、
承
和
二
年
（　

）
生
と
し
て
お
く
。

835

　

道
真
が
承
和
十
二
年
（　

）
生
な
の
で
、
十
歳
年
長
と
な
る
。
ち
な
み
に
忠
臣

845

は
天
長
五
年
（　

）
生
で
あ
る
。 

828
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貞
観
五
年
六
月
二
十
九
日
、
兄
貞
行
が
摂
津
守
に
任
じ
ら
れ
た
が
、『
日
本
三

代
実
録
』
は
「
従
五
位
上
安
倍
朝
臣
貞
行
を
以
て
摂
津
守
と
為
す
。
貞
行
、
貞
観

三
年
摂
津
守
に
任
ぜ
ら
る
。
母
難
を
以
て
職
を
解
か
る
。
今
詔
し
て
こ
れ
を
起
こ

す
」
と
記
す
。「
母
難
」
は
、「
母
憂
」
と
同
じ
く
そ
の
死
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
貞
観
十
年
二
月
十
七
日
に
、
清
行
が
大
宰
少
弐
に
任
じ
ら
れ
た
が
、
同
じ

く
『
三
代
実
録
』
は
、「
清
行
、
貞
観
六
年
正
月
大
宰
少
弐
に
任
ぜ
ら
る
。
母
憂

に 
丁 
り
て
職
を
去
る
。
今
本
官
を
以
て
こ
れ
を
起
こ
す
」
と
あ
り
、
貞
行
と
清
行

あ
た

の
母
が
異
な
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
貞
行
と
興
行
の
年
齢
差
を
検
討
す
る
と
、

貞
行
は
仁
寿
元
年
（　

）
十
一
月
二
十
六
日
に
従
五
位
下
、
興
行
は
貞
観
十
一
年

851

（　

）
正
月
七
日
に
従
五
位
下
で
、
そ
の
間
、
十
八
年
の
差
が
あ
る
。
年
齢
差
も

869
こ
の
程
度
で
あ
ろ
う
。
早
く
に
貞
行
を
産
ん
で
い
た
と
す
れ
ば
、
同
母
で
あ
る
可

能
性
も
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
貞
観
三
年
、
興
行
二
十
六
歳
の
と
き
に
母
を
亡
く
し

た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
清
行
と
興
行
の
年
齢
差
は
、
先
述
の
ご
と
く
十
年
で
あ

る
。
清
行
と
同
母
と
す
れ
ば
、
貞
観
六
年
、
二
十
九
歳
の
時
に
母
を
亡
く
し
た
こ

と
に
な
る
。
な
お
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
宗
行
母
多
治
氏
は
、
貞
観
九
年
に
没
し

て
い
る
。
宗
行
は
、
貞
観
六
年
（　

）
正
月
七
日
に
従
五
位
下
で
、
興
行
よ
り
五

864

年
早
い
。
年
齢
差
も
こ
の
程
度
で
あ
ろ
う
。
宗
行
と
同
母
と
す
れ
ば
、
三
十
二
歳

の
時
に
母
を
亡
く
し
た
こ
と
に
な 
る 
。
い
ず
れ
か
と
同
母
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、

（
５
）

あ
る
い
は
別
の
女
性
を
母
に
持
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
な
お
、
父
の
安
仁
は
、
前

述
の
ご
と
く
、
母
の
死
に
先
立
つ
貞
観
元
年
四
月
二
十
三
日
に
薨
じ
て
い
る
。

　

興
行
が
文
章
得
業
生
で
あ
っ
た
こ
と
は
安
仁
の
薨
伝
に
見
え
る
が
、
時
期
が
明

確
で
は
な
い
。
し
か
し
、
貞
観
七
年
に
は
、
既
に
得
業
生
で
あ
っ
た
と
思
し
い
。

拙
稿
「
道
真
の
同
僚
」（
奈
良
大
学
紀
要　

・
二
〇
〇
七
年
）
に
も
述
べ
た
が
、

35

道
真
に
「
会
安
秀
才
餞
舎
兄
防
州
〈
探
得
隅
字
〉」（『
菅
家
文
草
』
巻
一
・　

）
18

の
作
が
あ
る
。
こ
の
安
氏
は
安
倍
氏
と
推
測
さ
れ
る
が
、
先
に
触
れ
た
安
仁
薨
伝

に
見
え
る
四
人
の
う
ち
の
誰
か
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
宗
行
が
貞
観
七
年
正
月
二
十

七
日
に
「
勘
解
由
次
官
従
五
位
下
安
倍
朝
臣
宗
行
を
周
防
守
と
為
す
」
と
周
防
守

に
任
じ
ら
れ
て
お
り
、
清
行
も
貞
観
十
三
年
正
月
二
十
九
日
に
周
防
守
に
任
じ
ら

れ
て
い
る
（『
古
今
和
歌
集
目
録
』）。
薨
伝
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
興
行
が
初
め

て
の
「
秀
才
」
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
「
安
秀
才
」
は
興
行
だ
と
断
定
で
き

る
。
興
行
は
、
貞
観
十
一
年
正
月
七
日
に
は
大
内
記
と
し
て
見
え
る
の
で
、
こ
の

「
舎
兄
」
は
宗
行
と
な
る
。
従
っ
て
、
宗
行
が
周
防
守
に
任
じ
ら
れ
た
貞
観
七
年

正
月
二
十
七
日
に
は
既
に
興
行
は
文
章
得
業
生
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

恐
ら
く
興
行
は
、
大
中
臣
国
雄
と
同
時
期
に
得
業
生
で
あ
っ
た
。
国
雄
は
貞
観

八
年
正
月
七
日
に
は
既
に
得
業
生
と
し
て
見
え
て
い
る
。
国
雄
は
、
貞
観
八
年
七

月
十
四
日
に
は
散
位
な
の
で
、
そ
れ
以
前
に
得
業
生
か
ら
離
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
御
船
助
道
が
貞
観
五
年
七
月
二
十
二
日
以
前
に
得
業 
生 
で
、
貞
観
六
年
正
月

（
６
）

十
六
日
に
任
少
外
記
（
尊
経
閣
文
庫
蔵
『
外
記
補
任 
』 ）
と
し
て
見
え
る
。
ま
た
、

（
７
）

橘
広
相
が
貞
観
六
年
八
月
八
日
に
対
策
及
第
し
て
い
る
（『
公
卿
補
任
』）。
恐
ら
く
、

助
道
、
広
相
の
後
に
、
国
雄
、
興
行
が
得
業
生
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
両
人

と
も
貞
観
六
年
中
に
得
業
生
に
補
さ
れ
た
か
。

　

な
お
、
興
行
が
文
章
生
で
あ
っ
た
資
料
は
残
ら
な
い
が
、
恐
ら
く
、
貞
観
六
年

以
前
は
文
章
生
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
時
期
の
文
章
博
士
は
、
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菅
原
是
善
と
巨
勢
文
雄
・
橘
広
相
で
あ
る
。
是
善
は
、
承
和
十
二
年
三
月
五
日
に

任
文
章
博
士
。
以
後
、
貞
観
九
年
二
月
十
一
日
に
文
雄
・
広
相
と
交
替
す
る
ま
で

そ
の
任
に
あ
っ
た
。
興
行
は
、
貞
観
十
一
年
に
は
既
に
大
内
記
な
の
で
、
文
章

生
・
得
業
生
時
代
の
大
部
分
を
是
善
の
文
章
博
士
時
代
に
過
ご
し
た
と
い
え
よ
う
。

　

も
っ
と
も
、
興
行
は
、
文
章
博
士
と
文
章
生
・
得
業
生
の
関
係
以
前
に
、
是
善

門
下
で
あ
っ
た
。
島
田
忠
臣
に
「
餞
鎮
西
安
明
府
鎮
東
藤
府
君
長
門
菅
太
守
之
任

探
得
遷
字
」（『
田
氏
家
集
』
巻
下
・　

）
の
作
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
大
宰
少
弐
安

177

倍
興
行
、
陸
奥
守
藤
原
佐
世
、
長
門
守
菅
原
宗
岳
（
？
）
の
餞
別
宴
で
の
作
で
あ

る
が
、
詩
に
「
門
同
じ
け
れ
ど
も
膠
漆
未
だ
堅
を
為
さ
ず
、
覚
え
ず
勤
王
外
に
秩

遷
る
こ
と
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
三
人
及
び
忠
臣
、
そ
し
て
道
真
は
、
同
門

＝
是
善
門
下
で
あ
っ
た
。

　

文
章
得
業
生
時
代
の
興
行
に
つ
い
て
は
、『
菅
家
文
草
』
に
関
連
資
料
が
残
る
。

「
奉
和
安
秀
才
代
無
名
先
生
寄
矜
伐
公
子
〈
次
韻
〉」（『
菅
家
文
草
』
巻
一
・　

）
15

は
、
安
秀
才
＝
興
行
の
「
代
無
名
先
生
寄
矜
伐
公
子
」
に
道
真
が
和
し
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
詩
は
、
興
行
の
得
業
生
時
代
の
作
と
な
る
が
、
道
真
は
、
貞
観
四
年

五
月
十
七
日
に
文
章
生
試
に
及
第
し
（『
菅
家
文
草
』
巻
七
・　

）、
貞
観
九
年
に

522

得
業
生
と
な
っ
て
い
る
（『
公
卿
補
任
』）。「
九
日
侍
宴
同
賦
鴻
雁
来
賓
各
探
一
字

得
葦
応
製
〈
自
此
以
下
十
九
首
、
進
士
及
第
之
作
〉」（
同
巻
一
・
8
）
の
自
注
に

従
え
ば
、
こ
の
詩
も
、
道
真
の
文
章
生
時
代
の
作
と
な
る
。

　

注
目
し
た
い
の
は
、「
代
無
名
先
生
寄
矜
伐
公
子
」
と
い
う
詩
題
で
あ
る
。
興

行
の
詩
が
残
ら
な
い
以
上
、
内
容
は
推
測
す
る
し
か
な
い
が
、「
無
名
先
生
」
と

「
矜
伐
公
子
」
と
い
う
架
空
人
物
の
設
定
は
、
司
馬
相
如
が
「
子
虚
上
林
賦
」
に

お
い
て
「
子
虚
」「
烏
有
先
生
」「
亡
是
公
」
の
三
人
を
設
定
し
、
問
答
体
で
賦
を

構
成
し
て
い
る
こ
と
に
関
わ
り
を
持
と
う
。
こ
の
よ
う
な
問
答
体
は
、
両
漢
の
賦

に
見
ら
れ
る 
が 
、
空
海
の
『
三
教
指
帰
』
も
そ
の
流
れ
に
入
る
。
こ
れ
ら
は
、
問

（
９
）

答
体
と
い
う
ス
タ
イ
ル
か
ら
も
、
長
編
で
あ
る
こ
と
が
通
例
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
興
行
の
作
は
、
道
真
詩
が
律
詩
で
あ
り
次
韻
詩
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
、
律
詩
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
問
答
体
の
作
は
長
編
が
ほ

と
ん
ど
で
、
律
詩
の
例
は
管
見
に
入
ら
な
い
。「
代
無
名
先
生
」
と
あ
る
の
で
、

上
述
の
作
と
は
性
格
が
異
な
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
架
空
人
物
の
設
定
は
、「
子

虚
上
林
賦
」
な
ど
の
伝
統
と
無
関
係
と
は
考
え
に
く
い
。「
無
名
先
生
」「
矜
伐
公

子
」
と
い
う
設
定
が
、
興
行
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
当
時
、
こ
の

二
人
に
よ
る
問
答
体
の
作
品
が
作
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
興
行
の
詩
が

作
ら
れ
た
の
か
判
然
と
し
な
い
が
、
紀
伝
道
に
お
け
る
詩
作
の
様
子
を
示
す
も
の

と
し
て
興
味
深
い
。
こ
の
よ
う
な
、
あ
る
種
特
異
な
作
を
、
興
行
は
道
真
に
送
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

道
真
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
「
会
安
秀
才
餞
舎
兄
防
州
〈
探
得
隅
字
〉」
の

作
が
あ
る
。
興
行
の
兄
宗
行
へ
の
餞
別
宴
で
の
作
で
あ
る
。
探
韻
が
な
さ
れ
て
い

る
の
で
、
詩
会
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
時
も
、
道
真
は
文

章
生
で
あ
る
。

　
　

兄
友
弟
恭
不
道
無　

兄
は
友
弟
は
恭
道
無
き
に
あ
ら
ず

　
　

勤
王
自
与
恒
親
疎　

王
に
勤
む
る
は
自
ら
恒
に
親
し
き
と
疎
か
な
ら
ん
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一
廻
告
別
腸
千
断　

一
廻
別
れ
を
告
ぐ
れ
ば
腸
千
た
び
断
ゆ

　
　

我
助
君
情
独
向
隅　

我
れ
君
が
情
の
独
り
隅
に
向
ふ
を
助
け
ん

　

周
防
守
と
し
て
「
王
に
勤
」
め
る
た
め
に
親
類
と
別
れ
る
悲
し
み
を
詠
み
つ
つ
、

結
句
で
は
、
兄
が
赴
任
し
て
し
ま
い
孤
独
と
な
る
興
行
の
姿
を
描
い
て
い
る
。「
独

り
向
ふ
」
は
、
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
川
口
久
雄
注
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
晉

の
潘
岳
「
笙
賦
」（『
文
選
』
巻
十
八
）
の
「
衆
堂
に
満
ち
て
酒
を
飲
み
、
独
り
隅

に
向
ひ
て
以
て
涙
を
掩
ふ
」
に
基
づ
く
の
で
あ
ろ
う
。
皆
が
酒
を
飲
ん
で
い
る
の

に
、
一
人
隅
に
向
か
っ
て
涙
を
拭
っ
て
い
る
、
こ
の
状
況
を
、
今
の
餞
別
宴
に
重

ね
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
隅
を
向
く
の
は
、
餞
別
さ
れ
る
宗
行
で
は
な
く
、
残
さ

れ
る
興
行
で
あ
ろ
う
。
道
真
は
、
そ
の
興
行
の
悲
し
み
を
分
か
ち
合
お
う
と
す
る

か
の
よ
う
で
あ
る
。

　

興
行
は
、
能
吏
安
仁
を
父
と
し
た
わ
け
だ
が
、
紀
伝
道
に
進
み
、
得
業
生
と
な
っ

た
。
菅
家
廊
下
に
学
び
、
そ
の
後
継
者
で
も
あ
る
道
真
と
親
し
く
交
わ
っ
た
よ
う

で
あ
�
。

　
　
　

二
、
外
吏
と
な
る
ま
で

　

興
行
の
対
策
及
第
の
時
期
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
拙
稿
「
道
真
の
同
僚
」（
前

掲
）
で
論
じ
た
よ
う
に
、
興
行
が
及
第
し
た
後
に
、
都
良
香
あ
る
い
は
道
真
が
得

業
生
に
転
じ
た
と
思
し
い
が
、
良
香
は
貞
観
七
、
八
年
頃
得
業
�
、
道
真
は
貞
観

九
年
に
得
業
生
で
あ
る
。
前
述
の
ご
と
く
、
興
行
は
貞
観
七
年
初
に
は
得
業
生
で

（　

）
10る

（　

）
11生

あ
っ
た
の
で
、
貞
観
七
年
後
半
〜
九
年
の
間
に
対
策
に
及
第
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

道
真
に
「
哭
菅
外
史
奉
寄
安
著
作
郎
」（『
菅
家
文
草
』
巻
一
・　

）
の
作
が
あ

47

る
。「
菅
外
史
」
は
、
菅
某
外
記
。『
外
記
補
任
』
に
よ
れ
ば
、
貞
観
十
年
に
菅
野

助
道
が
大
外
記
の
ま
ま
五
十
九
歳
で
卒
し
て
い
る
。
こ
れ
に
当
た
ろ
�
。
こ
の
詩

は
貞
観
十
年
作
と
な
る
。
こ
の
助
道
は
、
興
行
の
直
前
に
得
業
生
で
あ
っ
た
御
船

助
道
で
あ
り
（
前
述
）、
貞
観
五
年
八
月
九
日
に
菅
野
朝
臣
を
賜
っ
て
い
る
。
ま

た
、
島
田
忠
臣
「
過
田
大
夫
荘
呈
船
秀
才
」（『
田
氏
家
集
』
巻
上
・
2
）
の
「
船

秀
才
」
も
助
道
に
当
た
る
と
推
測
さ
�
、
道
真
、
興
行
、
忠
臣
と
の
交
流
か
ら
考

え
る
と
、
あ
る
い
は
同
門
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
な
お
、
助
道
は
、
嘉
祥
二

年
四
月
九
日
に
文
章
生
に
補
さ
れ
て
い
る
（『
二
中
歴
』
登
省
歴
）。
こ
の
時
、
四

十
歳
。

　
「
安
著
作
郎
」
は
安
某
少
内
記
で
あ
る
が
、
紀
伝
道
出
身
者
を
任
ず
る
の
が
通

例
の
内
記
と
い
う
職
掌
、
貞
観
十
一
年
に
は
大
内
記
と
な
っ
て
い
た
こ
と
、
及
び

道
真
と
の
関
係
か
ら
、
こ
こ
は
興
行
を
指
す
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

興
行
は
、
貞
観
十
年
以
前
に
対
策
及
第
し
、
少
内
記
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
道
真
は
こ
の
時
、
文
章
得
業
生
で
あ
る
。

　
　
　

哭
菅
外
史
奉
寄
安
著
作
郎

　
　

酷
悲
穿
眼
復
消
魂　

酷
だ
悲
し
び
て
眼
を
穿
ち
復
た
魂
を
消
す

　
　

皆
道
希
顔
是
妄
言　

皆
道
ふ
顔
を
希
ふ
は
是
れ
妄
言
な
り
と

　
　

少
日
垂
帷
疲
蠧
簡　

少
日
帷
を
垂
れ
て
蠧
簡
に
疲
る

　
　

当
年
対
策
落
龍
門　

当
年
対
策
し
て
龍
門
よ
り
落
つ

（　

）
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青
衫
未
換
名
無
謚　

青
衫
未
だ
換
へ
ず
し
て
名
に
謚
無
し

　
　

白
髪
空
生
祭
有
孫　

白
髪
空
し
く
生
じ
て
祭
に
孫
有
り

　
　

命
矣
皇
天
相
与
奪　

命
な
り
皇
天
相
与
奪
す

　
　

高
才
不
過
伝
先
存　

高
才
に
し
て
伝
の
先
づ
存
す
る
に
過
ぎ
ず

　

こ
の
詩
、
首
聯
で
助
道
の
死
を
悲
し
む
。「
顔
を
希
ふ
は
是
れ
妄
言
な
り
」
と

は
、『
晉
書
』
虞
溥
伝
の
「
希
顔
の
徒
、
亦
顔
の
倫
也
」
に
基
づ
く
。
顔
淵
に
な

ろ
う
と
す
る
も
の
は
、
顔
淵
の 
輩 
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
助
道
は
不
遇
の
中

と
も
が
ら

に
死
ん
で
し
ま
い
、
ま
さ
に
皆
が
い
う
よ
う
に
、
こ
の
言
葉
は
「
妄
言
」
で
あ
っ

た
と
嘆
く
の
で
あ
る
。
顔
淵
た
ら
ん
と
し
て
、
助
道
は
、
若
き
日
に
「
帷
を
垂
れ

て
」
勉
学
に
励
む
�
、
虫
食
い
だ
ら
け
の
書
物
の
中
で
疲
れ
、
対
策
に
挑
ん
だ
も

の
の
落
第
し
�
。
助
道
は
、
貞
観
六
年
正
月
二
十
七
日
に
は
既
に
少
外
記
で
あ
っ

た
か
ら
（
前
述
）、
こ
れ
以
前
に
対
策
に
落
第
し
た
こ
と
に
な
る
。
貞
観
五
年
と

す
れ
ば
、
五
十
四
歳
で
あ
る
。

　

頸
聯
で
は
、
出
世
で
き
な
い
ま
ま
に
年
老
い
、
つ
い
に
は
、
孫
だ
け
を
残
し
た

こ
と
を
詠
じ
、
尾
聯
で
、
天
が
才
能
を
与
え
た
も
の
の
栄
達
を
奪
っ
た
こ
と
を
運

命
だ
と
い
い
、
才
能
が
あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
結
局
伝
記
が
残
る
に
過
ぎ
な
い

と
終
わ
る
。

　

こ
の
詩
、
才
能
に
恵
ま
れ
た
は
ず
の
助
道
が
、
努
力
に
報
わ
れ
る
こ
と
な
く
、

卑
位
の
ま
ま
老
い
て
死
ん
だ
様
子
を
描
く
。
二
句
目
に
い
う
、「
顔
を
希
ふ
は
是

れ
妄
言
な
り
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
詩
を
詠
ん
だ
道
真
が
、
文
章
得
業
生
と
し

て
学
問
に
励
ん
で
い
る
時
期
だ
け
に
、
様
々
な
憶
測
に
駆
ら
れ
る
。
道
真
は
、
菅

家
の
三
代
目
と
し
て
、
今
後
、
対
策
及
第
し
て
官
界
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（　

）
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し
か
し
、
こ
の
助
道
は
、
対
策
に
失
敗
し
、
卑
位
の
ま
ま
老
い
た
。
助
道
の
不
遇

に
対
す
る
悲
し
み
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
二
句
目
の
言
辞
や
助
道
の
不
遇
の
描
写

か
ら
は
、
学
問
へ
の
不
安
が
表
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
詩
は
、
興

行
に
送
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
興
行
は
、
対
策
及
第
し
て
、
少
内
記
と
し
て
官

界
に
出
た
ば
か
り
の
少
壮
の
官
人
で
あ
る
。
道
真
と
し
て
も
近
し
い
先
輩
と
い
っ

た
関
係
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
不
安
を
窺
わ
せ
る
詩

を
送
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
や
や
深
読
み
が
過
ぎ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
道
真

の
不
安
な
心
境
と
、
そ
れ
を
共
有
す
る
で
あ
ろ
う
興
行
と
い
う
二
人
の
関
係
性
が
、

こ
こ
に
は
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
�
。

　

貞
観
十
一
年
正
月
七
日
に
叙
位
が
あ
り
、
興
行
は
、「
正
六
位
上
…
大
内
記
安

倍
朝
臣
興
行
…
並
び
に
従
五
位
下
」
と
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
た
。
ま
た
こ
の
記

事
か
ら
、
興
行
が
既
に
正
六
位
上
で
あ
っ
た
こ
と
、
大
内
記
で
あ
っ
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
興
行
は
、
こ
の
後
、
貞
観
十
三
年
十
月
五
日
に
は
既
に
勘
解
由
次
官
な

の
で
（
後
述
）、
そ
れ
以
前
に
大
内
記
を
離
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

貞
観
十
年
正
月
七
日
に
「
大
内
記
小
野
朝
臣
問
道
等
並
び
に
従
五
位
下
」
と
、

小
野
問
道
が
大
内
記
で
あ
る
こ
と
が
見
え
る
。
問
道
は
、
貞
観
十
二
年
正
月
二
十

五
日
に
「
従
五
位
下
行
大
内
記
小
野
朝
臣
問
道
を
播
磨
介
と
為
す
」
と
、
大
内
記

か
ら
離
れ
て
い
る
。
興
行
と
と
も
に
大
内
記
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

貞
観
八
年
正
月
十
三
日
に
「
従
五
位
下
行
大
内
記
巨
勢
朝
臣
文
雄
を
民
部
少
輔

と
為
す
」
と
、
文
雄
が
大
内
記
を
離
れ
て
お
り
、
貞
観
九
年
二
月
十
一
日
に
「
従

五
位
下
行
大
内
記
小
野
朝
臣
後
生
を
大
判
事
と
為
す
」
と
、
大
内
記
で
あ
っ
た
後

（　

）
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生
が
離
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
、
問
道
が
文
雄
の
後
任
と
し
て
、
興
行
が
貞
観
十
年

頃
に
後
生
の
後
任
と
し
て
大
内
記
に
任
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
貞
観
十

四
年
五
月
二
十
五
日
に
大
内
記
と
し
て
大
江
公
幹
が
見
え
る
が
、
興
行
の
後
任
で

あ
ろ
う
。

　

部
下
の
少
内
記
と
し
て
は
、
都
良
香
が
見
え
る
。
良
香
は
、
貞
観
十
二
年
二
月

二
十
一
日
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
（『
古
今
和
歌
集
目
録
』）。

　

貞
観
十
二
年
十
一
月
十
七
日
、
推
問
密
告
使
に
任
じ
ら
れ
た
。『
日
本
三
代
実

録
』
は
次
の
よ
う
に
記
す
。「
大
宰
府
に
勅
す
。
少
弐
藤
原
朝
臣
元
利
万
侶
・
前

主
工
上
家
人
・
浪
人
清
原
宗
継
・
中
臣
年
麿
・
興
世
有
年
等
五
人
を
追
禁
せ
よ
。

従
五
位
下
行
大
内
記
安
倍
朝
臣
興
行
を
以
て
遣
大
宰
府
推
問
密
告
使
と
為
す
。
判

官
一
人
。
主
典
一
人
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
十
一
月
十
三
日
条
を
参
看

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
筑
後
権
史
生
正
七
位
上
佐
伯
宿
祢
真
継
、
新
羅
国
牒

を
進
め
奉
る
。
即
ち
大
宰
少
弐
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
元
利
万
侶
、
新
羅
国
王
と
通

謀
し
て
国
家
を
害
せ
ん
と
す
る
を
告
ぐ
。
真
継
の
身
を
禁
じ
て
非
違
使
に
付
す
」

と
あ
り
、
佐
伯
真
継
が
新
羅
国
牒
を
進
上
し
、
大
宰
少
弐
藤
原
元
利
万
呂
と
新
羅

国
王
が
通
謀
し
て
国
家
を
傾
け
よ
う
と
し
た
と
密
告
し
た
。
興
行
は
こ
の
事
情
を

推
問
す
る
た
め
に
推
問
密
告
使
に
任
じ
ら
れ
、
大
宰
府
に
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。

元
利
万
呂
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
後
資
料
が
見
え
ず
、
結
局
新
羅
国
と
の
「
通
謀
」

が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
未
詳
で
あ
る
が
、「
太
宰
府
の
現
地
責
任
者
・

元
利
麻
呂
の
「
謀
反
」
は
国
家
に
と
っ
て
は
驚
愕
す
べ
き
大
事
件
で
あ
っ
た
に
ち

が
い
な
い
�
。

（　

）
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な
お
、
推
問
使
は
、
十
世
紀
以
降
は
検
非
違
使
が
任
じ
ら
れ
る
の
が
通
例
と
な

る
の
に
対
し
、
九
世
紀
以
前
で
は
、
推
問
使
の
帯
び
る
官
職
は
一
定
し
て
い
な
い
。

米
田
雄
介
は
「
事
件
の
内
容
に
照
ら
し
て
行
わ
れ
て
い
る
�
と
い
い
、
川
見
典
久

は
「
帯
び
る
官
職
で
は
な
く
個
人
の
素
養
に
よ
り
任
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
方

が
よ
い
の
で
は
な
い
か
�
と
い
う
。
興
行
の
場
合
、
大
内
記
と
い
う
官
職
か
ら
も
、

興
行
の
素
養
か
ら
も
、
紀
伝
道
の
知
識
が
必
要
と
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

新
羅
と
の
「
通
謀
」
に
よ
る
「
謀
反
」
で
あ
る
以
上
、
新
羅
と
の
関
連
で
漢
詩
文

の
知
識
が
必
要
と
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
三
年
十
月
五
日
条
に
「
勘
解
由
次
官
従
五
位
下
安

倍
朝
臣
興
行
」
と
し
て
見
え
る
。
こ
れ
以
前
に
、
大
内
記
か
ら
勘
解
由
次
官
に
遷
っ

た
ら
し
い
。
貞
観
十
三
年
八
月
二
十
五
日
に
「
勘
解
由
次
官
従
五
位
下
兼
行
下
野

介
臣
紀
朝
臣
安
雄
」
が
見
え
る
。
あ
る
い
は
こ
の
後
任
で
あ
っ
た
か
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
貞
観
十
三
年
十
月
五
日
に
、「
天
皇
錫
紵
を
服
す
。
近
臣
皆

素
服
な
り
。
太
皇
大
后
を
山
城
国
宇
治
郡
後
山
階
山
陵
に
葬
る
。
是
の
時
、
天
皇

祖
母
太
皇
大
后
の
為
の
喪
服
に
疑
有
り
。
未
だ
決
せ
ず
。
是
に
お
い
て
、
諸
儒
を

し
て
こ
れ
を
議
せ
し
む
」
と
、
祖
母
太
皇
太
后
藤
原
順
子
の
た
め
の
清
和
天
皇
の

喪
服
に
つ
い
て
疑
義
が
あ
り
、
諸
儒
に
議
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
議
し
た
の
は
、

従
五
位
上
行
大
学
博
士
兼
越
前
権
介
菅
野
朝
臣
佐
世
・
従
五
位
下
行
助
教
善
淵
朝

臣
永
貞
、
大
学
頭
従
五
位
上
兼
行
文
章
博
士
巨
勢
朝
臣
文
雄
、
民
部
少
輔
兼
東
宮

学
士
従
五
位
下
橘
朝
臣
広
相
、
正
六
位
上
行
少
内
記
都
宿
祢
言
道
（
良
香
）・
菅

原
朝
臣
道
真
、
勘
解
由
次
官
従
五
位
下
安
倍
朝
臣
興
行
、
外
従
五
位
下
守
大
判
事

（　

）
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兼
行
明
法
博
士
桜
井
田
部
連
貞
相
の
八
人
六
組
で
あ
る
。
喪
服
を
着
る
か
否
か
か

ら
始
ま
り
、
服
は
何
日
か
、
あ
る
い
は
心
喪
に
す
べ
き
か
な
ど
が
論
じ
ら
れ
て
い

る
が
、「
朝
議
、
心
喪
五
月
、
服
制
三
日
に
定
む
」
と
い
う
結
果
と
な
っ
た
。

　

内
容
に
深
く
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
の
で
、
興
行
の
議
を
掻
い
摘
ん
で
紹
介
す

れ
ば
、「
伏
し
て
諸
儒
の
議
す
る
所
を
見
る
に
、
遠
く
唐
礼
を
稽
し
、
近
く
朝
典

を
酌
み
、
こ
れ
を
論
ず
る
こ
と
詳
な
り
」
と
諸
儒
の
議
論
を
評
価
す
る
が
、
し
か

し
、「
制
服
の
事
に
至
り
て
、
或
は
五
月
を
限
と
為
し
、
或
は
三
日
を
断
と
為
す
。

竊
か
に
不
同
と
す
る
所
は
何
ぞ
」
と
五
ヶ
月
と
三
日
の
違
い
が
出
て
い
る
こ
と
に

疑
問
を
持
つ
。「
則
ち
夫
れ
恩
厚
け
れ
ば
其
の
服
重
し
。
瘡
巨
な
れ
ば
其
の
痛
深

し
。
故
に
斉
�
以
上
は
、
閏
を
含
み
て
持
す
る
こ
と
久
し
。
大
功
以
下
、
閏
を
計

へ
て
数
と
為
す
」
と
い
う
の
は
、
恩
が
厚
い
ほ
ど
、
服
は
重
く
な
る
の
だ
か
ら
、

斉
衰
（
五
服
の
内
、
二
等
の
喪
。
一
年
）
の
場
合
は
、
閏
月
を
含
め
て
も
一
年
と

す
る
し
（
十
三
ヶ
月
で
も
一
年
）、
大
功
（
三
等
の
喪
。
九
ヶ
月
）
の
場
合
は
、

閏
月
を
数
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
恩
が
厚
い
ほ
ど
に
、
で
き
る
だ
け
長
い
喪

を
保
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、「
今
若
し
三
日
を
断
と
為

さ
ば
、
…
復
た
施
す
所
無
し
」
と
い
う
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
五
ヶ
月
に
す
る
の
も
、

「
神
化
務
む
る
所
、
一
日
万
機
」
な
の
で
、「
事
臨
朝
を
絶
」
つ
こ
と
に
な
っ
て

「
甚
だ
不
可
」
で
あ
る
。
興
行
は
、「
日
を
以
て
月
に
易
へ
」「
心
喪
五
月
、
制
服

五
日
」
に
す
べ
き
だ
主
張
す
る
。
興
行
は
、
中
国
や
日
本
の
法
典
・
先
例
を
あ
げ

ず
に
、「
一
日
万
機
」
で
あ
り
「
臨
朝
を
絶
つ
」
こ
と
を
「
不
可
」
と
し
て
結
論

を
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
川
尻
秋
�
に
よ
れ
ば
、
こ
の
貞
観
十
三
年
十
月
五
日
の
議
も
含
め
、

（　
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正
史
に
残
さ
れ
た
同
様
の
「
議
」
は
、
合
議
の
意
で
は
な
く
、「
中
国
に
起
源
を

持
つ
政
策
立
案
方
法
の
「
議
」」
と
考
え
る
べ
き
だ
と
い
う
。
そ
の
手
続
き
に
つ

い
て
は
「
天
皇
か
ら
勅
に
よ
り
諮
問
す
べ
き
案
件
お
よ
び
回
答
す
べ
き
人
物
が
指

名
さ
れ
る
。
つ
い
で
、
そ
の
人
々
に
よ
っ
て
議
文
が
提
出
さ
れ
、
天
皇
が
誰
の
議

文
に
よ
る
か
を
勅
に
よ
っ
て
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
議
文
の
提
出
後
、

天
皇
が
決
定
す
る
ま
え
に
、
公
卿
会
議
に
か
け
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
ら
し
い
」

と
説
明
す
る
。
貞
観
十
三
年
十
月
五
日
の
議
の
場
合
は
、「
天
皇
が
決
定
す
る
ま

え
に
、
公
卿
会
議
に
か
け
ら
れ
る
場
合
」
に
当
た
る
。
つ
ま
り
、
川
尻
に
よ
れ
ば
、

興
行
の
こ
の
議
も
「
議
文
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
天
皇
（
あ
る
い
は
公
卿
）

は
、
こ
れ
ら
「
議
文
」
の
中
か
ら
、
選
択
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
し

か
し
、
そ
う
考
え
る
と
、
興
行
の
「
議
文
」
は
、
非
常
に
奇
妙
で
あ
る
こ
と
に
な

る
。

　

興
行
の
議
は
、
冒
頭
に
「
伏
し
て
諸
儒
の
議
す
る
所
を
見
る
に
」
と
あ
っ
て
、

明
ら
か
に
、
他
の
「
議
文
」
を
読
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
用
い
な
が
ら

結
論
を
出
し
て
い
る
。
今
回
の
よ
う
に
、
公
卿
会
議
に
か
け
る
に
し
て
も
、
そ
れ

ぞ
れ
の
儒
者
が
提
出
し
た
「
議
文
」
を
取
り
あ
げ
て
議
論
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ

ろ
う
が
、
興
行
の
「
議
文
」
そ
の
も
の
に
、
既
に
他
の
儒
者
の
「
議
文
」
が
用
い

ら
れ
て
い
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
こ
の
時
の
「
議
文
」
に
は
、
他
に
も
疑
問
点
が
あ
る
。
菅
野
佐
世
と
善

淵
永
貞
が
提
出
し
た
「
議
文
」
は
、『
儀
礼
』
や
『
左
伝
』
を
用
い
つ
つ
「
葬
り

て
後
、
喪
を 
除 
り
て
�
に
即
く
」
と
喪
服
を
去
る
こ
と
を
結
論
づ
け
る
の
だ
が
、

さ

そ
れ
に
続
い
て
、「
問
ひ
て
曰
く
」
と
、
佐
世
・
永
貞
の
「
議
文
」
の
内
容
に
対

（　

）
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す
る
、
あ
る
人
の
問
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
広
相
の
「
議
文
」
に
も
「
或
人

疑
ひ
て
曰
く
」
と
、
あ
る
人
の
疑
問
が
載
せ
ら
れ
、「
今
こ
れ
を
釈
し
て
曰
く
」

と
、
広
相
の
回
答
が
記
さ
れ
て
い
る
。
他
の
「
議
文
」
に
も
同
様
な
問
答
が
存
在

す
る
。
こ
の
時
以
外
の
他
の
議
を
瞥
見
し
て
も
、
こ
の
よ
う
に
問
答
が
記
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
。

　

こ
の
貞
観
十
三
年
十
月
五
日
の
議
は
、
通
常
と
は
異
な
り
、
合
議
の
様
子
が
議

の
文
章
と
い
う
形
で
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
興
行
の
「
議
文
」

の
冒
頭
な
ど
は
、
正
し
く
合
議
の
姿
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、

後
考
を
俟
つ
。

　

興
行
の
記
録
は
、
こ
こ
で
暫
く
途
絶
え
�
。
次
に
資
料
に
現
れ
る
の
は
、
元
慶

二
年
正
月
十
一
日
で
、「
従
五
位
上
行
民
部
少
輔
安
倍
朝
臣
興
行
を
讃
岐
介
と
為

す
」
と
、
民
部
少
輔
か
ら
讃
岐
介
に
遷
っ
て
い
る
。
こ
れ
以
前
に
勘
解
由
次
官
か

ら
民
部
少
輔
に
遷
っ
た
こ
と
に
な
る
。
元
慶
元
年
四
月
一
日
に
「
勘
解
由
次
官
従

五
位
下
兼
行
直
講
小
野
朝
臣
当
岑
」
が
見
え
る
。
興
行
は
こ
れ
以
前
に
は
勘
解
由

次
官
を
離
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

民
部
少
輔
と
し
て
は
、
橘
広
相
が
貞
観
十
四
年
五
月
二
十
四
日
条
に
見
え
る
。
広

相
は
、
貞
観
十
六
年
二
月
二
十
九
日
に
右
少
弁
に
任
じ
ら
れ
て
お
り
（『
弁
官
補

任
』）、
こ
の
辺
り
で
民
部
少
輔
か
ら
離
れ
た
か
。
恐
ら
く
、
広
相
の
後
任
と
し
て
、

興
行
が
、
貞
観
十
六
年
〜
元
慶
元
年
の
間
に
任
じ
ら
れ
た
か
。
と
す
れ
ば
、
勘
解

由
次
官
離
任
も
、
こ
の
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
貞
観
十
六
年
以
後
に

勘
解
由
次
官
を
離
れ
、
元
慶
元
年
以
前
に
民
部
少
輔
に
遷
っ
た
こ
と
に
な
る
。

（　

）
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な
お
、
貞
観
十
四
年
二
月
二
十
九
日
に
「
散
位
正
五
位
下
在
原
朝
臣
守
平
を
以

て
民
部
大
輔
と
為
す
」
と
、
在
原
守
平
が
大
輔
に
、
貞
観
十
七
年
七
月
三
日
に
は

潔
世
王
が
既
に
大
輔
と
し
て
見
え
、
同
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日
に
は
既
に
藤
原

保
則
が
大
輔
で
あ
る
。
興
行
の
民
部
少
輔
就
任
年
は
明
確
で
は
な
い
が
、
保
則
を

上
司
に
持
っ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
な
お
、
興
行
が
讃
岐
介
に
任
じ
ら
れ
た
こ

の
日
、「
散
位
従
五
位
上
藤
原
朝
臣
房
雄
を
以
て
民
部
大
輔
と
為
す
。
宮
内
少
輔
従

五
位
下
藤
原
朝
臣
弘
蔭
を
少
輔
と
為
す
」
と
あ
り
、
上
司
で
あ
っ
た
保
則
も
こ
の

日
か
そ
れ
以
前
に
大
輔
を
離
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

興
行
は
対
策
及
第
後
、
少
内
記
と
し
て
官
界
に
出
て
民
部
少
輔
ま
で
十
年
ほ
ど
、

推
問
密
告
使
と
し
て
大
宰
府
に
赴
い
た
他
は
、
京
の
内
官
と
し
て
勤
め
て
い
た
の

だ
が
、
こ
の
任
讃
岐
介
か
ら
ほ
ぼ
十
年
、
外
官
と
し
て
地
方
に
赴
任
し
続
け
る
こ

と
に
な
る
。

　

父
安
仁
は
、
地
方
官
と
し
て
良
吏
で
あ
っ
た
が
、
興
行
も
そ
の
子
息
に
相
応
し

く
地
方
行
政
に
携
わ
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
こ
と
を
、
以
下
に
述
べ
る
。

　
　
　

三
、
外
吏
歴
任

　

先
述
の
ご
と
く
、
興
行
は
、
元
慶
二
年
二
月
二
十
一
日
、
讃
岐
介
に
任
じ
ら
れ

た
。
元
慶
五
年
四
月
二
十
日
に
「
内
蔵
権
頭
従
五
位
上
兼
行
讃
岐
介
良
岑
朝
臣
晨

直
」
と
、
讃
岐
介
と
し
て
良
岑
晨
直
が
見
え
る
の
で
、
こ
れ
以
前
に
興
行
は
介
か

ら
離
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
三
年
余
り
の
讃
岐
介
時
代
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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讃
岐
介
の
同
僚
と
し
て
�
、
高
向
公
輔
が
「
元
慶
元
年
従
四
位
下
に
至
り
、
遷

り
て
讃
岐
権
守
と
為
る
」（
元
慶
四
年
十
月
十
九
日
卒
伝
）
と
見
え
る
。
公
輔
は
、

卒
し
た
時
点
で
は
散
位
で
あ
る
が
、
興
行
と
同
僚
で
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。
但

し
、
公
輔
が
讃
岐
へ
赴
任
し
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

讃
岐
介
興
行
に
つ
い
て
、
後
に
讃
岐
守
と
し
て
赴
任
し
た
菅
原
道
真
が
、「
路

遇
白
頭
翁
」（『
菅
家
文
草
』
巻
三
・　

）
に
詠
ん
で
い
る
。
讃
岐
守
道
真
は
路
に

221

白
頭
の
翁
に
会
っ
た
。
翁
は
九
十
八
歳
で
、
妻
子
も
財
産
も
な
い
の
だ
が
、
不
思

議
と
「
紅
面
」
で
あ
っ
た
。
道
真
が
そ
の
所
以
を
尋
ね
る
と
、
翁
は
「
貞
観
の
末

年
元
慶
の
始
、
政
慈
愛
無
く
法
偏
り
多
し
。
旱
災
有
り
と
雖
も
言
上
せ
ず
、
疫
死

有
り
と
雖
も
哀
憐
せ
ず
。
四
万
余
戸
荊
棘
を
生
じ
、
十
有
一
県
爨
煙
無
し
」
と
、

貞
観
末
か
ら
元
慶
初
に
か
け
て
、
政
治
に
慈
愛
が
無
く
、
人
民
が
疲
弊
し
た
様
子

を
語
り
、
そ
う
い
う
時
期
に
、
良
吏
が
や
っ
て
来
た
と
い
う
。
そ
れ
が
、
安
倍
興

行
で
あ
り
、
藤
原
保
則
で
あ
る
。

　
　

適
�
明
府
安
為
氏　

適
ま
明
府
安
を
氏
と
為
す
に
�
ふ

　
　
　
〈
今
之
野
州
別
駕
〉　
〈
今
の
野
州
別
駕
な
り
〉

　
　

奔
波
昼
夜
巡
郷
里　

奔
波
し
て
昼
夜
郷
里
を
巡
る

　
　

遠
感
名
声
走
者
還　

遠
く
名
声
に
感
じ
て 
走 
げ
し
者
も
還
る

に

　
　

周
施
賑
恤
疲
者
起　

周
く
賑
恤
を
施
し
て
疲
れ
し
者
も
起
く

　
　

吏
民
相
対
下
尊
上　

吏
民
相
対
し
て
下
上
を
尊
び

　
　

老
弱
相
携
母
知
子　

老
弱
相
携
へ
て
母
子
を
知
る

　

こ
こ
に
は
、
国
か
ら
逃
げ
た
も
の
も
帰
り
、
疲
れ
た
も
の
も
起
き
あ
が
る
な
ど
、

興
行
の
善
政
が
描
か
れ
て
い
る
。
な
お
、「
走
げ
し
者
も
還
る
」
は
、
既
に
指
摘

（　

）
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が
あ
る
よ
う
に
、「
考
課
令
」　

の
「
走
げ
た
る
が
還
れ
ら
ば
、
功
の
限
に
入
る

55

る
こ
と
を
得
む
」
に
基
づ
い
て
い
�
。

　

保
則
の
善
政
に
つ
い
て
も
「
更
に
使
君
保
の
名
に
在
る
を
得
た
り
〈
今
の
予
州

刺
史
〉、
臥
聴
す
る
こ
と
流
る
る
如
く
境
内
清
し
」
な
ど
と
触
れ
、
翁
は
「
幸
に

保
安
の
徳
に
遇
」
い
、
そ
の
お
か
げ
で
「
自
然
に
面
上
桃
花
の
色
」
だ
と
い
う
の

で
あ
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
道
真
は
、「
安
を
氏
と
為
す
者
は
我
が
兄
の
義
、
保
の

名
に
在
る
者
は
我
が
父
の
慈
な
り
。
已
に
父
兄
の
遺
愛
の
在
る
有
り
、
願
く
は
積

善
に
因
り
て
能
治
を
得
ん
こ
と
を
」
と
い
う
。
兄
た
る
興
行
や
慈
父
た
る
保
則
の

「
積
善
」
に
よ
っ
て
「
能
治
」
を
得
た
い
と
思
う
が
、
し
か
し
、
自
分
に
は
、
同

じ
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
。「
奔
波
の
間
我
詩
を
詠
ぜ
ん
」
と
終
わ
る
。

　

こ
の
詩
に
お
い
て
、
興
行
は
優
れ
た
国
司
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
貞
観
末
元

慶
初
の
疲
弊
を
立
ち
直
ら
せ
た
良
吏
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

道
真
に
と
っ
て
「
兄
の
義
」
と
い
う
点
な
ど
は
、
前
述
し
た
贈
答
詩
に
見
え
た
関

係
性
と
も
繋
が
る
。

　

道
真
は
、
他
に
も
讃
岐
介
興
行
に
つ
い
て
詩
に
触
れ
て
い
る
。「
酬
藤
司
馬
詠

庁
前
桜
花
之
作
〈
次
韻
〉」（『
菅
家
文
草
』
巻
四
・　

）
に

286

　
　

紅
桜
笑
殺
古
甘
棠　

紅
桜
笑
殺
す
古
の
甘
棠

　
　
　
〈
本
韻
、
用
桜
為
韻
。
拙
和
、
以
棠
代
之
〉

　
　
　
　
　
　
〈
本
韻
、
桜
を
用
ゐ
韻
と
為
す
。
拙
和
、
棠
を
以
て
代
ふ
〉

　
　

安
使
君
公
遺
愛
芳　

安
使
君
公
遺
愛
の
芳

　
　
　
〈
此
花
、
元
慶
始
、
安
太
守
所
種
也
〉　

　
　
　
　
　
　
〈
此
の
花
、
元
慶
の
始
、
安
太
守
の
種
ゑ
し
所
也
〉

（　

）
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と
詠
む
。
興
行
が
、
国
府
の
庁
前
に
桜
を
植
え
た
こ
と
が
自
注
に
記
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
こ
は
単
に
興
行
の
植
樹
を
詠
ん
で
い
る
だ
け
で
は
な
い
。「
紅
桜
笑

殺
す
古
の
甘
棠
」
と
は
、
興
行
が
植
え
た
桜
が
、
古
の
甘
棠
を
笑
い
飛
ば
す
ほ
ど

に
す
ば
ら
し
い
と
い
う
の
だ
が
、「
甘
棠
」
は
、『
毛
詩
』
国
風
・
召
南
「
甘
棠
」

に
基
づ
く
。
例
え
ば
、
宋
の
傅
亮
「
為
宋
公
修
楚
元
王
墓
教
」（『
文
選
』
巻
三
十

六
）
に
「
夫
れ
人
を
愛
し
て
樹
を
懐
へ
ば
、
甘
棠
す
ら
且
つ
猶
ほ
翦
る
こ
と
勿
し
」

と
あ
り
、
李
善
注
に
「
毛
詩
曰
く
、
蔽
�
た
る
甘
棠
は
、
翦
る
こ
と
勿
か
れ
伐
る

こ
と
勿
か
れ
。
召
伯
の
�
   

り
し
所
。
風
俗
通
曰
く
、
召
公
出
で
て
二
伯
為
り
。
甘

や
ど

棠
樹
の
下
に
止
り
て
、
訟
を
聴
き
獄
を
決
す
。
後
人
其
の
徳
の
美
な
る
を
思
ひ
て
、

其
の
樹
を
愛
し
て
敢
へ
て
伐
ら
ず
」
と
見
え
る
。
召
伯
が
甘
棠
の
も
と
で
訴
訟
を

聞
き
、
獄
を
決
し
た
の
だ
が
、
人
々
は
、
召
伯
の
徳
に
感
じ
て
甘
棠
の
樹
を
伐
ら

な
か
っ
た
と
い
う
故
事
で
あ
る
。

　

道
真
の
詩
で
は
、
そ
の
甘
棠
を
笑
い
飛
ば
す
ほ
ど
の
興
行
の
「
紅
桜
」
だ
と
い

う
の
だ
か
ら
、
暗
に
召
伯
よ
り
も
興
行
が
優
れ
て
い
る
と
詠
ん
で
い
る
と
思
わ
れ

る
。
こ
こ
で
も
、
道
真
は
、
良
吏
・
興
行
を
讃
え
て
い
る
。

　

興
行
の
讃
岐
で
の
業
績
は
審
か
で
は
な
い
が
、
道
真
の
詩
に
よ
る
限
り
良
吏
と

し
て
評
価
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
道
真
は
、
興
行
と
同
門
の
後
輩
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
評
価
は
差
し
引
く
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
後
、
国
司
を
歴
任
す
る
こ
と
か
ら

も
（
本
人
の
意
志
は
別
と
し
て
）、
良
吏
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

元
慶
七
年
五
月
五
日
、
興
行
は
既
に
伊
勢
権
守
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
同
日

の
記
録
で
は
、「
伊
勢
守
従
五
位
下
安
倍
朝
臣
興
行
」
と
伊
勢
守
と
し
て
見
え
る

が
、
元
慶
八
年
三
月
九
日
に
は
、「
伊
勢
権
守
」
と
あ
り
、
ま
た
、
元
慶
七
年
正

月
七
日
に
「
正
五
位
下
行
伊
勢
守
藤
原
朝
臣
興
世
」
と
伊
勢
守
藤
原
興
世
が
見
え
、

興
世
は
、
元
慶
八
年
十
一
月
二
十
五
日
に
も
伊
勢
守
な
の
で
、
興
行
は
権
守
と
す

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

讃
岐
介
の
任
期
は
元
慶
六
年
で
終
わ
る
は
ず
だ
が
、
元
慶
五
年
四
月
二
十
日
に
、

讃
岐
介
と
し
て
良
岑
晨
直
が
見
え
る
の
で
、
任
期
終
了
以
前
に
興
行
は
介
か
ら
離

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
恐
ら
く
は
引
き
続
い
て
伊
勢
権
守
に
任
じ
ら
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。

　

同
僚
と
し
て
は
、
前
述
の
興
世
の
他
に
、
惟
良
高
尚
が
、
元
慶
八
年
二
月
二
十

三
日
に
「
勘
解
由
次
官
兼
伊
勢
権
介
惟
良
宿
祢
高
尚
等
、
並
び
に
従
五
位
上
」（
光

孝
天
皇
即
位
叙
位
）
と
権
介
で
あ
る
。
但
し
、
勘
解
由
次
官
兼
任
な
の
で
、
遙
任

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
元
慶
八
年
十
一
月
二
十
五
日
条
に
「
伊
勢
権
大
掾
笠
朝
臣
秋

用
」「
伊
勢
少
掾
当
麻
真
人
春
興
」「
伊
勢
大
掾
文
室
朝
臣
正
真
」
が
見
え
る
が
、

興
行
と
同
僚
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
前
述
の
元
慶
七
年
五
月
五
日
条
に
は
、
五
月
五
日
節
会
の
記
述
が

あ
る
。
興
行
は
、
こ
の
節
会
に
参
加
し
て
い
た
。

天
皇
武
徳
殿
に
御
す
。
四
府
騎
射
及
び
五
位
已
上
貢
馬
を
覧
る
。
渤
海
客
徒

を
喚
び
て
こ
れ
を
観
す
。
親
王
公
卿
に
続
命
縷
を
賜
ふ
。
伊
勢
守
従
五
位
下

安
倍
朝
臣
興
行
、
客
を
引
き
て
座
に
就
き
食
を
供
す
。
別
に
勅
し
て
大
使
已

下
録
事
已
上
に
続
命
縷
、
品
官
已
下
に
菖
蒲
縵
を
賜
ふ
。
是
の
日
、
大
雨
。

是
よ
り
先
、
予
め
所
司
に
勅
し
、
若
し
雨
殺
に
遇
は
ば
、
須
く
節
会
を
停
め
、
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客
徒
を
喚
ぶ
こ
と
勿
く
、
日
を
改
め
て
事
を
行
ふ
べ
し
と
。
掌
客
使
等
、
速

に
客
徒
を
引
き
、
宮
城
に
入
る
。
故
に
雨
中
に
礼
を
為
す
。

　

こ
の
前
年
の
十
一
月
十
四
日
に
加
賀
国
へ
着
岸
し
た
渤
海
使
は
、
四
月
二
十
八

日
に
鴻
臚
館
へ
入
っ
た
。
菅
原
道
真
が
仮
に
治
部
大
輔
に
、
島
田
忠
臣
が
仮
に
玄

蕃
頭
に
任
じ
ら
れ
、
渤
海
使
と
の
応
対
に
当
た
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

　

こ
の
五
日
の
節
会
に
、
渤
海
使
も
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
興
行
は
、
渤
海

使
を
引
率
し
座
に
就
か
せ
食
を
供
す
る
役
を
務
め
た
の
で
あ
る
。
伊
勢
権
守
で
あ

る
興
行
が
任
じ
ら
れ
た
の
は
、
や
は
り
儒
者
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
渤
海

使
に
は
、
例
え
ば
大
蔵
善
行
が
存
問
渤
海
客
使
に
（
元
慶
七
年
正
月
一
日
）、
文

章
得
業
生
で
あ
っ
た
紀
長
谷
雄
が
掌
渤
海
客
使
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
（
同
三
月
二

十
一
日
）
な
ど
、
多
く
の
儒
者
が
関
係
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
先
の
五
日
の
記
録
の
末
尾
に
は
、
こ
の
日
大
雨
で
あ
り
、
前
も
っ

て
大
雨
の
際
は
節
会
を
停
止
し
、
渤
海
客
を
呼
ば
ず
、
日
を
改
め
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
の
で
あ
る
が
、
掌
客
使
等
が
早
く
に
渤
海
客
を
宮
城
に
入
れ
た
た
め
に
、

雨
の
中
行
う
こ
と
に
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
の
掌
渤
海
客
使
は
、
前

述
し
た
紀
長
谷
雄
と
坂
上
茂
樹
で
あ
る
。

　

興
行
の
伊
勢
権
守
と
し
て
の
事
績
は
、
こ
れ
も
ま
た
審
か
で
は
な
い
。
但
し
、

元
慶
八
年
二
月
二
十
三
日
の
光
孝
天
皇
即
位
に
関
わ
り
、
前
も
っ
て
、
二
月
五
日

に
固
関
使
が
発
遣
さ
れ
た
。
伊
勢
に
は
源
建
が
遣
わ
さ
れ
、
三
月
一
日
に
は
復
命

し
て
い
る
。
固
関
・
開
関
儀
に
は
、
興
行
も
関
わ
っ
た
か
。

　

興
行
は
、
し
か
し
、
光
孝
天
皇
即
位
の
直
後
に
上
野
介
に
任
じ
ら
れ
て
、
伊
勢

を
去
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
も
任
期
中
で
の
転
任
で
あ
る
。

　

元
慶
八
年
三
月
九
日
、「
伊
勢
権
守
従
五
位
上
安
倍
朝
臣
興
行
を
上
野
介
と
為

す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
興
行
は
上
野
介
に
任
じ
ら
れ
た
。
な
お
、
前
述
の
元
慶
七

年
五
月
五
日
の
記
録
で
は
従
五
位
下
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
従
五
位
上
に
昇
っ
た

ら
し
い
。
こ
の
上
野
介
に
つ
い
て
は
、
任
期
の
四
年
を
勤
め
る
こ
と
に
な
る
。

　

同
僚
と
し
て
は
、
惟
恒
親
王
（
文
徳
天
皇
の
親
王
）
が
、
元
慶
七
年
二
月
十
四

日
に
「
四
品
守
弾
正
尹
惟
恒
親
王
を
上
野
太
守
と
為
す
。
弾
正
尹
故
の
如
し
」
と

太
守
で
あ
る
。
惟
恒
は
、
興
行
の
上
野
介
就
任
と
同
日
、
兵
部
卿
を
兼
ね
て
い
る
。

仁
和
三
年
二
月
十
七
日
に
「
四
品
貞
元
親
王
を
上
野
太
守
と
為
す
」
と
、
貞
元
親

王
（
清
和
天
皇
の
親
王
）
が
太
守
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
交
替
か
。
こ
の
同
日
に

「
従
五
位
上
行
左
京
亮
藤
原
朝
臣
真
常
を
権
介
と
為
す
」
と
、
藤
原
真
常
が
権
介

に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
興
行
の
部
下
と
な
る
。
上
野
国
は
親
王
任
国
で
あ
る
か
ら
、

興
行
は
介
で
は
あ
る
も
の
の
、
実
質
は
守
と
同
等
で
あ
る
。

　

上
野
国
は
親
王
任
国
で
あ
り
、
上
国
で
あ
る
。
し
か
し
、
興
行
は
不
満
が
あ
っ

た
ら
し
い
。
そ
れ
は
、
讃
岐
介
か
ら
伊
勢
権
守
、
さ
ら
に
上
野
介
と
、
外
吏
ば
か

り
を
歴
任
す
る
こ
と
に
対
し
て
で
あ
っ
た
。『
菅
家
文
草
』
に
次
の
よ
う
な
作
が

残
る
。

近
日
野
州
安
別
駕
、
製
一
絶
寄
諸
同
志
。
有
頻
歴
外
吏
独
後
倫
輩
之
歎
。

予
不
勝
助
憂
、
聊
依
本
韻
酬

　
　

君
曾
献
策
立
公
車　

君
曾
て
献
策
し
て
公
車
に
立
つ
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政
事
当
求
孔
子
家　

政
事
当
に
求
む
べ
し
孔
子
の
家

　
　

請
抱
貞
心
能
報
国　

請
ふ
貞
心
を
抱
き
て
能
く
国
に 
報 
い
ん
こ
と
を

む
く

　
　

寒
松
不
道
遂
無
花　

寒
松
遂
に
花
無
し
と
道
は
ず（『

菅
家
文
草
』
巻
二
・　

）
143

　

詩
題
に
よ
れ
ば
、
近
頃
、
上
野
介
安
倍
興
行
が
、
一
絶
を
作
っ
て
諸
同
志
に
寄

せ
た
が
、
頻
り
に
地
方
官
を
経
て
、
同
輩
に
後
れ
を
取
る
歎
き
が
あ
っ
た
と
い
う
。

「
諸
同
志
」
と
は
、
恐
ら
く
道
真
を
含
め
是
善
門
下
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
興
行

は
、
地
方
官
を
歴
任
す
る
こ
と
に
不
遇
感
を
持
っ
て
い
た
ら
し
い
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
興
行
の
対
策
及
第
は
、
貞
観
七
年
後
半
〜
九
年
の
間
で
あ
っ

た
と
推
測
さ
れ
る
が
、「
倫
輩
」
に
後
れ
を
取
る
と
い
う
、
そ
の
「
倫
輩
」
に
つ

い
て
確
認
し
て
み
れ
ば
、
橘
広
相
は
、
貞
観
六
年
八
月
八
日
に
対
策
及
第
。
興
行

の
任
上
野
介
と
同
日
時
点
で
、
従
四
位
上
・
右
大
弁
・
勘
解
由
長
官
で
、
こ
の
年
、

五
月
二
十
六
日
に
文
章
博
士
を
兼
ね
、
十
二
月
五
日
に
は
、
参
議
に
任
じ
ら
れ
る

（
以
上
、『
公
卿
補
任
』）。
こ
の
時
、
四
十
八
歳
。
都
良
香
は
、
貞
観
十
一
年
六

月
十
九
日
及
第
（『
都
氏
文
集
』
巻
五
「
神
仙
」「
漏
刻
」）。
既
に
元
慶
三
年
に
没

し
て
い
る
が
、
そ
の
時
点
で
従
五
位
下
・
文
章
博
士
・
大
内
記
・
越
前
権
介
。
四

十
六
歳
。
道
真
も
後
輩
に
当
た
る
が
、
貞
観
十
二
年
五
月
十
七
日
に
対
策
及
第

（『
菅
家
文
草
』
巻
五
・　

）、
こ
の
元
慶
八
年
時
点
で
、
従
五
位
上
・
文
章
博

566

士
・
式
部
少
輔
・
加
賀
権
守
で
、
四
十
歳
。
藤
原
佐
世
は
貞
観
十
六
年
に
対
策
及

第
（『
類
聚
符
宣
抄
』
巻
九
）、
興
行
の
任
上
野
介
と
同
日
に
「
従
五
位
下
守
右
少

弁
藤
原
朝
臣
佐
世
を
大
学
頭
と
為
す
。
右
少
弁
故
の
如
し
」
と
い
う
。
位
は
興
行

よ
り
も
低
い
が
、
同
年
九
月
十
四
日
に
は
「
大
学
頭
従
五
位
上
兼
守
右
少
弁
藤
原

朝
臣
佐
世
」
と
し
て
見
え
、
興
行
と
同
じ
く
従
五
位
上
に
な
っ
て
い
た
。
三
十
八
歳
。

　

こ
の
年
、
興
行
は
、
恐
ら
く
五
十
歳
に
達
し
よ
う
と
い
う
頃
で
あ
る
。
こ
れ
ら

「
倫
輩
」
の
状
況
を
見
れ
ば
、
頻
り
に
外
吏
を
歴
任
す
る
間
に
、
後
輩
が
中
央
で

出
世
し
て
い
る
と
い
う
興
行
の
不
満
も
よ
く
理
解
で
き
る
。

　

こ
の
不
満
に
対
し
て
道
真
は
、「
君
は
か
つ
て
対
策
に
応
じ
て
、
公
車
に
立
ち
、

取
り
立
て
ら
れ
る
詔
を
待
っ
て
い
�
。
政
事
に
つ
い
て
は
、
儒
家
に
当
然
求
め
る

べ
き
だ
か
ら
、
君
も
き
っ
と
取
り
立
て
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
願
わ
く
ば
、
貞
心
を

抱
い
て
国
家
に
報
い
よ
。
冬
の
松
だ
っ
て
、
最
後
に
は
花
が
咲
か
な
い
と
は
い
わ

な
い
の
だ
（
そ
の
冬
の
松
の
よ
う
に
貞
心
を
抱
い
て
い
れ
ば
、
き
っ
と
花
咲
く
＝

昇
進
す
る
で
あ
ろ
う
）」
と
詠
ん
で
い
る
。
結
句
の
「
寒
松
」
は
、『
論
語
』
子
罕

篇
の
「
歳
寒
く
し
て
、
然
る
後
に
松
柏
の
後
に
彫
む
を
知
る
也
」
に
基
づ
く
語
で
、

晉
の
潘
岳
「
西
征
賦
」（『
文
選
』
巻
十
）
に
「
勁
松
歳
の
寒
き
に
彰
れ
、
貞
臣
国

の
危
き
に 
見 
は
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
貞
臣
を
暗
示
す
る
。

あ
ら

　

道
真
は
、
現
在
は
不
遇
で
も
、
国
家
に
報
い
る
こ
と
を
考
え
て
い
れ
ば
、
松
＝

貞
臣
の
あ
な
た
に
も
、
き
っ
と
花
が
咲
く
だ
ろ
う
と
慰
め
る
の
で
あ
る
。
な
お
、

二
年
後
の
仁
和
二
年
に
道
真
は
讃
岐
守
と
な
る
の
だ
が
、
藤
原
基
経
主
催
の
餞
別

宴
で
「
吏
と
為
り
儒
と
為
り
国
家
に
報
い
ん
、
百
身
独
立
す
一
の
恩
涯
」（「
相
国

東
閤
餞
席
〈
探
得
花
字
〉」『
菅
家
文
草
』
巻
三
・　

）
と
詠
ん
で
い
る
の
は
、
付

186

合
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。

　

興
行
は
上
野
国
に
赴
任
し
た
の
だ
が
、
道
真
は
、
そ
の
興
行
を
思
っ
て
詩
を
詠

ん
で
い
る
。

（　

）
25た
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七
月
七
日
憶
野
州
安
別
駕

　
　

非
無
遠
信
�
相
聞　

遠
信
の
�
ば
相
聞
す
る
こ
と
無
き
に
非
ざ
る
も

　
　

此
夕
殊
思
欲
見
君　

此
の
夕
殊
に
君
に 
見 
え
ん
と
思
ふ

ま
み

　
　

珍
重
牽
牛
期
暁
漢　

珍
重
す
牽
牛
暁
漢
に
期
す
る
こ
と

　
　

悵
然
別
駕
隔
秋
雲　

悵
然
た
り
別
駕
秋
雲
を
隔
つ
こ
と

　
　

定
知
霊
匹
同
時
拝　

定
め
て
知
る
霊
匹
同
時
に
拝
す
る
こ
と
を

　
　

唯
恨
詩
情
両
処
分　

唯
だ
恨
む
の
み
詩
情
両
処
に
分
か
れ
ぬ
る
こ
と
を

　
　

依
乞
平
安
帰
洛
日　

依
り
て
乞
ふ
平
安
に
帰
洛
す
る
日

　
　

満
庭
香
粉
幾
紛
　々

満
庭
の
香
粉
幾
紛
々
た
ら
ん
こ
と
を

（『
菅
家
文
草
』
巻
二
・　

）
150

　

首
聯
で
、
手
紙
が
し
ば
し
ば
来
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
や
は
り
七
夕
の
日
に

は
興
行
に
会
い
た
い
と
い
う
。
頷
聯
で
、
牽
牛
織
女
の
交
会
を
讃
え
つ
つ
、
興
行

と
隔
た
っ
て
い
る
悲
し
み
を
詠
み
、
頸
聯
で
、
お
互
い
牽
牛
織
女
の
二
星
を
見
て

い
る
だ
ろ
う
が
、
詩
情
が
別
々
に
別
れ
て
い
る
こ
と
を
残
念
に
思
い
、
尾
聯
で
、

興
行
の
平
安
な
帰
洛
と
、
そ
の
時
に
「
満
庭
の
香
粉
幾
紛
々
た
ら
ん
」
こ
と
を

願
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
乞
巧
奠
に
お
い
て
「
私
願
」
を
乞
う
こ
と
と
関
わ
ろ
う
。

　

こ
の
詩
で
道
真
は
、
遠
く
離
れ
た
興
行
を
思
う
の
だ
が
、
興
行
と
い
う
存
在
が

詩
情
を
共
に
す
る
詩
友
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
と
も
に
京
に
い
た
頃
に
は
、

七
夕
の
日
に
会
し
て
、
詩
を
賦
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
も
ま
た
、
推
測
で
き

る
。

　

元
慶
八
年
十
一
月
二
十
五
日
、
興
行
は
、
正
五
位
下
を
授
け
ら
れ
た
。
豊
明
節

会
で
の
授
位
で
あ
る
。

　

仁
和
四
年
、
興
行
は
、
上
野
介
の
任
期
を
終
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
道
真
の

「
憶
諸
詩
友
兼
奉
寄
前
濃
州
田
別
駕
」（『
菅
家
文
草
』
巻
四
・　

）
は
、
そ
の
時

262

期
の
作
で
あ
る
。

　
　

天
下
詩
人
少
在
京　

天
下
の
詩
人
京
に
在
る 
少 
な
り

ま
れ

　
　

況
皆
疲
倦
論
阿
衡　

況
ん
や
皆
阿
衡
を
論
ず
る
に
疲
れ
倦
み
た
る
を
や

　
　
　
〈
伝
聞
、
朝
廷
令
在
京
諸
儒
、
定
阿
衡
典
職
之
論
〉

〈
伝
へ
聞
く
、
朝
廷
在
京
の
諸
儒
を
し
て
、
阿
衡
典
職
の
論
を
定

め
し
む
と
〉

　
　

巨
明
府
劇
官
将
満　

巨
明
府
は
劇
官
将
に
満
ち
ん
と
す

　
　

安
別
駕
煩
代
未
行　

安
別
駕
は
煩
代
未
だ
行
は
れ
ず

　
　

南
郡
旱
災
無
所
与　

南
郡
の
旱
災
に
与
る
所
無
し

　
　

東
夷
�
俗
有
何
情　

東
夷
の
�
俗
に
何
の
情
か
有
ら
ん

　
　

君
先
罷
秩
閑
多
暇　

君
先
に
秩
罷
め
て
閑
に
し
て
暇
多
か
ら
ん

　
　

日
月
煙
霞
任
使
令　

日
月
煙
霞
使
令
に
任
せ
よ

　

こ
の
詩
は
、
阿
衡
紛
議
に
関
わ
る
作
で
あ
る
。
第
二
句
の
自
注
に
阿
衡
紛
議
へ

言
及
す
る
が
、
諸
儒
に
勘
じ
さ
せ
た
の
は
、『
政
事
要
略
』
所
引
『
寛
平
御
記
』

に
よ
れ
ば
、
仁
和
四
年
六
月
一
日
で
、
御
前
に
お
い
て
橘
広
相
、
藤
原
佐
世
、
中

原
月
雄
ら
に
対
論
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
以
前
に
儒
者
が
勘
文
を
提
出
し
て
い
る
（『
政

事
要
略
』
巻
三
十
・
阿
衡
事
）。
道
真
が
言
及
す
る
の
は
、
御
前
で
の
対
論
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
な
ら
、
こ
の
詩
は
六
月
以
後
の
作
と
な
る
。
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興
行
に
関
わ
る
の
は
第
四
句
目
で
あ
る
。「
煩
代
未
だ
行
は
れ
ず
」
は
、
い
ま

だ
明
解
が
得
ら
れ
て
い
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
は
、
煩
雑
な
交
替
政
が
ま
だ
行
わ
れ

て
い
な
い
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

迂
遠
で
は
あ
る
が
、
興
行
の
後
任
が
決
ま
る
時
期
か
ら
考
証
し
て
み
る
。
興
行

の
後
任
は
未
詳
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
の
国
司
任
命
を
概
観
す
る
と
、
遠
江
介
壬

生
益
成
が
二
月
任
（『
古
今
和
歌
集
目
録
』）、
相
模
権
守
源
光
が
三
月
七
日
任
（『
公

卿
補
任
』）、
近
江
守
橘
広
相
が
二
月
十
日
任
（
同
前
）、
同
介
源
昇
が
二
月
十
日

任
（
同
前
）、
美
濃
介
源
当
時
が
二
月
十
日
任
（
同
前
）、
備
前
権
介
藤
原
敏
行
が

正
月
任
（『
古
今
和
歌
集
目
録
』）、
長
門
守
菅
原
宗
岳
が
二
月
十
日
任
（『
外
記
補

任
』）、
讃
岐
権
大
掾
藤
原
清
貫
が
二
月
十
日
任
（『
公
卿
補
任
』）、
肥
前
守
橘
清

樹
が
二
月
十
日
任
（『
古
今
和
歌
集
目
録
』）
と
な
る
。
ま
た
、『
日
本
紀
略
』
仁

和
四
年
二
月
十
日
条
に
「
除
目
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
勘
案
す
る
に
、
恐
ら
く
、
二

月
十
日
に
地
方
官
除
目
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

興
行
が
赴
任
し
た
上
野
は
遠
国
な
の
で
、
後
任
者
の
装
束
仮
は
、
六
十
日
で
あ

�
。
行
程
は
、
京
か
ら
の
降
り
は
十
四
日
（
延
喜
主
計
式
上
）
で
あ
る
。
従
っ
て
、

後
任
者
は
任
命
さ
れ
て
か
ら
、
少
な
く
と
も
、
六
十
日
+
十
四
日
＝
七
十
四
日
の

内
に
京
を
出
て
上
野
国
に
到
着
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
任
官
か
ら
二
ヶ
月
半
後

に
は
到
着
し
、
交
替
政
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
二
月
十
日
が
新

介
の
任
官
だ
と
推
測
で
き
る
か
ら
、
四
月
下
旬
か
五
月
上
旬
に
は
到
着
す
る
こ
と

に
な
る
。
交
替
（
前
司
と
の
分
付
受
領
）
は
百
二
十
日
以
内
と
規
定
さ
れ
て
い
る

か
ら
、
九
月
上
旬
ま
で
に
交
替
政
を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。
自
注
に
い
う

「
定
阿
衡
典
職
之
論
」
が
六
月
一
日
の
対
論
を
指
す
と
す
れ
ば
、
興
行
の
後
任
者

（　

）
26る

は
、
既
に
上
野
国
に
到
着
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
直
ち
に
交
替
政
を
始

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　

三
句
目
に
つ
い
て
も
少
し
く
検
討
し
て
お
く
。「
巨
明
府
」
は
越
前
守
巨
勢
文

雄
を
指
す
の
だ
が
、
越
前
は
中
国
で
、
装
束
仮
は
三
十
日
。
行
程
は
、
降
り
四
日
、

海
路
六
日
で
あ
る
。
後
任
者
は
、
三
〇
日
＋
四
日
+
六
日
＝
四
十
日
以
内
に
越
前

に
着
き
、
交
替
政
を
始
め
る
こ
と
に
な
る
。
後
任
者
は
二
月
十
日
任
で
あ
ろ
う
か

ら
、
四
十
日
後
の
三
月
中
旬
ま
で
に
到
着
し
て
百
二
十
日
以
内
、
つ
ま
り
七
月
中

旬
ま
で
に
で
交
替
す
る
こ
と
に
な
る
。
第
二
句
で
「
劇
官
将
に
満
ち
ん
と
す
」
と

あ
る
の
は
、
交
替
政
が
終
わ
り
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
こ
と
を
い
う
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
先
に
こ
の
詩
を
六
月
以
降
の
作
と
推
測
し
た
が
、
そ
れ
と
も
齟
齬
し
な
い
。

後
任
者
の
到
着
、
交
替
政
の
時
期
な
ど
を
勘
案
す
れ
ば
、
遅
く
と
も
七
月
中
旬
頃

の
作
と
な
ろ
う
か
。

　

四
句
目
に
論
を
戻
せ
ば
、
最
大
九
月
上
旬
ま
で
に
交
替
政
を
終
わ
ら
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
に
、
七
月
に
な
っ
て
も
ま
だ
交
替
政
を
始
め
な
い
こ
と
を
、「
煩

代
未
だ
行
は
れ
ず
」
と
詠
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
を
要
す
る
に
、
興
行
は
、
七
月
頃
、
漸
く
後
任
者
が
や
っ
て
来
た
も
の
の
、

ま
だ
交
替
政
（
分
付
受
領
）
が
行
わ
れ
ず
、
京
へ
戻
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に

あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

道
真
の
詩
に
戻
ろ
う
。
道
真
の
詩
は
、
阿
衡
論
議
で
在
京
の
諸
儒
が
疲
れ
倦
ん

で
い
る
様
子
を
描
き
つ
つ
、
在
京
し
て
い
な
い
詩
人
で
も
、
文
雄
は
交
替
政
が
漸

く
終
わ
る
頃
、
興
行
は
ま
だ
交
替
政
が
始
ま
ら
な
い
頃
で
、
激
務
が
今
後
も
続
く
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様
子
を
詠
む
。
頸
聯
で
は
、
讃
岐
に
い
る
自
分
の
こ
と
を
詠
む
が
、「
南
海
の
讃

岐
の
旱
魃
に
は
、
も
う
手
の
ほ
ど
こ
し
よ
う
も
な
い
、
東
国
の
夷
狄
の
荒
々
し
さ

に
、
何
の
気
持
ち
が
生
じ
よ
う
か
（
こ
ち
ら
は
多
忙
で
何
の
心
情
も
生
じ
な
い
�
」

と
、
や
は
り
国
司
と
し
て
の
多
忙
を
詠
ん
で
い
る
と
考
え
る
。
道
真
の
「
詩
友
」

た
ち
は
、
在
京
の
も
の
は
阿
衡
論
議
に
倦
み
疲
れ
、
外
吏
と
し
て
地
方
に
い
る
文

雄
・
興
行
も
交
替
事
務
で
激
務
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
分
自
身
も
国
司
の
職
務
で

多
忙
を
極
め
て
い
る
。
だ
か
ら
、
尾
聯
で
は
、
既
に
美
濃
介
の
任
期
を
終
え
た
忠

臣
に
対
し
て
、「
閑
に
し
て
暇
多
か
ら
ん
」、「
日
月
煙
霞
に
指
図
し
て
意
の
ま
ま

に
用
い
よ
」
と
詠
む
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
結
句
は
、
詩
を
詠
む
こ
と
を
指

す
。
激
務
多
忙
で
詩
を
詠
む
暇
も
な
い
詩
友
た
ち
の
中
で
、
唯
一
「
閑
」
が
あ
る

忠
臣
に
、
詩
を
詠
む
こ
と
を
勧
め
る
の
で
あ
�
。

　

こ
の
詩
は
、
ま
た
、
讃
岐
、
越
前
、
上
野
、
京
と
離
れ
て
い
る
の
に
拘
わ
ら
ず
、

道
真
が
詩
友
の
状
況
を
よ
く
つ
か
ん
で
い
る
こ
と
も
示
し
て
い
る
。

　

興
行
は
、
上
野
介
の
任
期
を
終
え
、
京
へ
戻
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
地

方
官
と
し
て
ほ
ぼ
十
年
、
讃
岐
、
伊
勢
、
上
野
と
任
地
を
変
え
て
き
た
が
、
久
し

ぶ
り
に
京
官
へ
就
く
こ
と
に
な
る
。

　
　
　

四
、
文
章
博
士
か
ら
大
宰
大
弐
へ

　

交
替
を
終
え
た
興
行
は
、
仁
和
四
年
八
月
に
文
章
博
士
に
任
じ
ら
れ
た
。『
二
中

歴
』（
第
二
・
儒
職
歴
・
文
章
博
士
）
に
「〈
安
倍
〉
興
行
〈
仁
和
四
八
〉」
と
見

（　

）
27）

（　

）
28る

え
る
。
興
行
は
、
後
述
す
る
ご
と
く
、
寛
平
四
年
頃
大
宰
大
弐
に
任
じ
ら
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
ま
で
文
章
博
士
で
あ
っ
た
か
。
な
お
、
紀
長
谷
雄
が
寛
平
三
年
三
月

九
日
に
文
章
博
士
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
（『
公
卿
補
任
』）。
興
行
の
後
任
で
あ
っ

た
か
、
わ
ず
か
に
同
僚
で
あ
っ
た
時
期
が
あ
る
か
は
明
確
で
は
な
い
。

　

文
章
博
士
と
し
て
は
、
橘
広
相
が
、
少
な
く
と
も
仁
和
四
年
十
月
二
十
七
日
ま

で
は
博
士
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（『
政
事
要
略
』
所
引
『
寛
平
御
記
』）。
興
行

は
、
一
時
期
広
相
の
同
僚
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
前
後
は
、
阿
衡
紛
議
が
重
要
な
局
面
を
迎
え
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。
阿

衡
紛
議
に
つ
い
て
の
詳
細
は
こ
こ
で
述
べ
る
余
裕
が
な
い
�
、
仁
和
三
年
十
一
月

二
十
一
日
、
宇
多
天
皇
が
、
先
帝
光
孝
と
同
様
政
権
を
ゆ
だ
ね
る
旨
詔
を
降
し
た

の
に
対
し
、
基
経
が
辞
退
、
そ
れ
に
対
す
る
同
二
十
七
日
の
勅
答
（
橘
広
相
起
草
）

に
「
阿
衡
」
の
措
辞
が
あ
り
、「
阿
衡
」
に
は
典
職
が
な
く
、
太
政
大
臣
の
実
権

を
認
め
な
い
も
の
だ
と
反
撥
し
た
基
経
が
、
政
務
を
執
ら
な
い
こ
と
半
年
に
及
ん

だ
の
で
あ
る
。
勘
文
徴
収
な
ど
行
わ
れ
た
が
、
広
相
は
自
説
の
正
し
さ
（
阿
衡
に

も
典
職
が
あ
る
）
を
主
張
、
仁
和
四
年
六
月
一
日
、
御
前
に
お
い
て
阿
衡
の
対
論

が
行
わ
れ
た
。
が
、
決
着
が
付
か
ず
、
二
日
、
孤
立
し
た
宇
多
は
改
詔
に
よ
っ
て

基
経
を
「
関
白
」
に
任
じ
た
。
し
か
し
、
事
態
は
収
ま
ら
ず
、
広
相
へ
の
責
任
追

及
が
続
く
も
、
十
月
に
基
経
女
温
子
が
女
御
と
な
っ
た
の
を
期
に
宇
多
と
基
経
の

妥
協
が
成
立
し
、
広
相
は
罪
を
免
ぜ
ら
れ
た
。

　

こ
の
状
況
の
八
月
に
興
行
は
文
章
博
士
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
十
月
に

広
相
へ
の
罪
名
勘
文
が
作
成
さ
れ
て
い
る
が
、
興
行
が
文
章
博
士
に
任
じ
ら
れ
た

時
期
は
、
広
相
へ
の
責
任
追
及
の
た
め
に
、「
世
間
嗷
々
万
端
」（『
政
事
要
略
』

（　

）
29が
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所
引
『
寛
平
御
記
』
九
月
十
七
日
）
で
あ
っ
た
頃
で
あ
る
。
恐
ら
く
広
相
は
文
章

博
士
と
し
て
の
職
を
果
た
せ
る
状
況
で
は
な
く
、
そ
の
欠
を
補
う
た
め
に
、
興
行

が
任
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
何
故
興
行
で
あ
っ
た
か
は
審
か

に
で
き
な
い
。
宇
多
と
の
関
係
は
こ
れ
以
前
に
見
出
せ
な
い
し
、
何
よ
り
、
宇
多

の
近
臣
で
あ
っ
た
広
相
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
の
に
、
宇
多
と
の
縁
で
文
章
博
士

が
選
ば
れ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
基
経
と
の
関
連
も
あ
る
の
か

も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
証
す
資
料
は
な
い
。

　

地
方
官
を
歴
任
し
、
不
遇
を
託
っ
て
い
た
興
行
に
と
っ
て
、
こ
の
就
任
は
意
外

で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
ま
た
、
喜
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
し
か
し
、
阿
衡

紛
議
に
よ
る
混
乱
の
中
で
の
文
章
博
士
就
任
は
、
決
し
て
平
穏
な
将
来
を
予
想
で

き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

寛
平
二
年
九
月
九
日
、
重
陽
宴
が
開
か
れ
た
。『
日
本
紀
略
』
は
「
重
陽
宴
有

り
。
題
云
は
く
、
仙
潭
菊
」
と
記
す
。
道
真
の
作
が
残
る
（『
菅
家
文
草
』
巻
四
・

　

）。
興
行
も
参
加
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
問
題
が
あ
っ
た
ら
し
い
。

328

寛
平
二
年
、
巨
勢
文
雄
、
安
倍
興
行
、
本
任
放
還
を
進
ず
と
雖
も
、
新
格
の

旨
に
依
り
て
未
だ
諸
司
に
下
さ
ず
。
前
讃
岐
介
菅
原
道
―
、
未
だ
放
還
せ
ざ

る
間
入
京
す
。
件
三
人
式
部
省
文
人
簿
に
載
せ
ず
。
仍
り
て
勅
有
り
て
こ
れ

を
召
す
。 

（『
撰
集
秘
記
』
九
月
九
日
所
引
『
清
涼
記
』
書
入
）

　

興
行
、
文
雄
、
道
真
は
、
文
人
簿
に
載
せ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
が
、
勅
に

よ
っ
て
参
加
を
許
さ
れ
た
と
い
う
。
道
真
に
つ
い
て
は
、「
未
だ
放
還
せ
ざ
る
間

入
京
す
」
と
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
道
真
自
身
「
予
州
秩
已
に
満
ち
、
符
を
被

ぶ
り
て
京
に
在
り
。
分
付
の
間
、
朝
士
に
接
せ
ず
」（『
菅
家
文
草
』
巻
四
・　

詩
327

題
自
注
）
と
記
す
よ
う
に
、
京
に
い
な
が
ら
、
通
常
現
地
で
な
さ
れ
る
分
付
受
領

を
行
っ
て
い
る
こ
と
と
一
致
す
る
。
し
か
し
、
興
行
と
文
雄
の
場
合
は
、
よ
く
分

か
ら
な
い
。
文
雄
は
、『
菅
家
文
草
』
巻
四
・　

で
は
「
前
越
州
巨
刺
史
」
と
見

330

え
る
の
だ
が
、
こ
の
作
は
寛
平
二
年
成
立
と
推
測
さ
れ
、
文
雄
は
、
越
前
守
を
終

え
た
も
の
の
、
い
ま
だ
に
次
の
官
に
就
け
な
か
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
、
興
行
は
、

上
野
介
か
ら
文
章
博
士
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
両
人
と
も
「
本
任
放
還
を
進
ず
」

と
い
う
の
だ
か
ら
問
題
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。「
新
格
」
の
内
容
が
関
わ
る
の
で

あ
ろ
う
が
、
何
を
指
す
の
か
未
詳
で
あ
る
。
後
考
を
俟
ち
た
い
。

『
中
右
記
』
嘉
承
元
年
七
月
二
十
九
日
条
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

関
白
殿
（
忠
実
）
初
め
て
御
上
表
有
り
〈
関
白
の
詔
後
、
初
度
也
〉。
…
…

又
文
章
博
士
勅
答
を
作
る
は
、
寛
平
二
年
七
月
十
三
日
、 
照 
宣
公
太
政
大
臣

昭
カ

を
辞
す
る
時
の
例
也
〈
安 
部 
興
行
〉。
吉
例
為
る
に
依
り
て
用
ゐ
ら
る
る
所
也
。

倍
カ

　

寛
平
二
年
に
基
経
が
太
政
大
臣
を
辞
す
表
を
奏
上
し
、
そ
の
勅
答
を
興
行
が
草

し
た
と
い
う
。『
公
卿
補
任
』（
寛
平
二
年
）
に
「
十
二
月
十
四
日
病
に
依
り
て
上

表
し
て
職
を
辞
す
。
勅
有
り
て
関
白
の
事
暫
く
申
請
に
依
り
て
こ
れ
を
停
む
。
病

若
し
間
有
ら
ば
事
を
視
る
こ
と
故
の
如
し
」
と
あ
る
の
に
当
た
る
の
で
あ
ろ
う
。『
中

右
記
』
の
「
七
月
」
は
「
十
二
月
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

　

寛
平
四
年
頃
、
興
行
は
、
大
宰
大
弐
に
任
じ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
京
で
過
ご

し
た
興
行
は
、
ま
た
も
や
地
方
に
赴
く
こ
と
に
な
っ
た
。
但
し
、
大
江
匡
衡
「
請
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殊
蒙
天
恩
依
検
非
違
使
労
兼
任
越
前
尾
張
等
国
守
闕
状
」（『
本
朝
文
粋
』
巻
六
・

　

）
に
よ
れ
ば
、「
文
章
博
士
任
受
領
例
」
と
し
て
「
安
倍
興
行
任
肥
後
守
」
が

161上
が
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
大
宰
大
弐
に
な
る
以
前
に
肥
後
守
に
任
じ
ら
れ
た

の
か
も
知
れ
な
い
が
、
道
真
の
「
暮
秋
送
安
鎮
西
赴
任
各
賦
分
字
」（『
菅
家
文
草
』

巻
五
・　

）
に
「
五
十
年
前
四
た
び
君
を
送
る
」
と
詠
ま
れ
る
の
は
、
興
行
が
、

350

讃
岐
介
、
伊
勢
権
守
、
上
野
介
、
大
宰
大
弐
と
四
度
外
吏
と
な
っ
た
こ
と
を
指
す

と
推
測
さ
れ
る
。
匡
衡
の
誤
り
か
と
も
思
う
が
、
あ
る
い
は
、
一
旦
肥
後
守
に
任

じ
ら
れ
た
が
、
急
遽
大
宰
大
弐
に
変
更
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
肥
後

国
は
大
国
で
、
守
は
従
五
位
上
相
当
、
大
宰
大
弐
は
、
従
四
位
下
相
当
で
あ
る
。

　

興
行
の
任
大
宰
大
弐
は
、
そ
の
時
期
が
明
確
で
は
な
い
。『
日
本
紀
略
』
寛
平

五
年
五
月
二
十
二
日
条
に
「
大
弐
安
倍
興
行
朝
臣
」
と
見
え
る
の
で
、
そ
れ
以
前

に
任
じ
ら
れ
た
ら
し
い
。
藤
原
保
則
が
寛
平
四
年
四
月
二
十
一
日
に
大
宰
大
弐
か

ら
左
大
弁
に
転
じ
て
お
�
、
そ
の
後
任
か
。
恐
ら
く
寛
平
四
年
四
月
以
後
の
任
で

あ
ろ
う
。

　

興
行
が
大
弐
に
任
じ
ら
れ
た
事
情
は
分
か
ら
な
い
。
左
遷
の
意
味
合
い
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
前
掲
匡
衡
の
申
文
に
も
列
挙
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
文
章
博
士
か
ら

国
司
に
な
る
先
例
は
存
在
す
る
。
匡
衡
が
あ
げ
た
例
で
あ
れ
ば
、
巨
勢
文
雄
も
、

文
章
博
士
か
ら
越
前
守
に
遷
っ
て
い
る
。
ま
た
、
道
真
も
文
章
博
士
か
ら
讃
岐
守

に
な
っ
て
い
る
。
道
真
自
身
が
左
遷
と
感
じ
て
は
い
て
も
、
必
ず
し
も
左
遷
と
考

え
る
必
要
が
な
い
と
い
う
指
摘
も
あ
�
。

　

興
行
の
大
宰
府
赴
任
に
際
し
て
三
度
の
餞
別
宴
の
存
在
が
知
ら
れ
る
。
前
後
は

（　

）
30り

（　

）
31る

明
ら
か
で
は
な
い
が
、
以
下
概
観
す
る
。

　
　
　

暮
秋
送
安
鎮
西
赴
任
各
賦
分
字

　
　

五
十
年
前
四
送
君　

五
十
年
前
四
た
び
君
を
送
る

　
　

不
堪
西
去
此
廻
分　

堪
へ
ず
西
に
去
る
此
の 
廻 
の
分
か
れ
に

た
び

　
　

無
兄
無
弟
身
初
老　

兄
無
く
弟
無
く
身
初
め
て
老
ゆ

　
　

万
事
令
誰
子
細
聞　

万
事
誰
を
し
て
子
細
に
聞
か
し
め
ん

 

（『
菅
家
文
草
』
巻
五
・　

）
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「
暮
秋
」
と
あ
る
よ
う
に
、
興
行
は
、
九
月
頃
京
を
出
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
し

い
。
道
真
は
、
四
度
も
興
行
を
送
る
の
だ
が
、
こ
の
西
へ
の
別
れ
に
は
堪
え
ら
れ

な
い
と
い
い
、
兄
も
弟
も
お
ら
ず
、
漸
く
老
い
を
感
じ
る
自
分
は
、
興
行
が
大
宰

府
へ
去
っ
た
後
、「
万
事
を
誰
に
詳
し
く
聞
か
せ
れ
ば
よ
い
の
だ
」
と
嘆
く
。
結

句
は
、
道
真
に
と
っ
て
興
行
が
万
事
話
せ
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ

う
。

　

次
も
道
真
の
作
で
あ
る
。

　
　
　

秋
日
陪
源
亜
相
第
餞
安
鎮
西
藤
陸
州
各
分
一
字
〈
探
得
紅
〉

　
　

相
送
別
西
又
別
東　

相
送
る
西
に
別
れ
又
東
に
別
る
を

　
　

二
千
五
百
里
程
中　

二
千
五
百
里
程
の
中

　
　

秋
情
念
々
無
他
計　

秋
情
念
々
と
し
て
他
計
無
し

　
　

只
仰
樽
前
面
暫
紅　

只
仰
ぐ
樽
前
に
面
暫
く
紅
な
る
を
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「
源
亜
相
」
は
、
大
納
言
源
能
有
で
あ
る
。「
安
鎮
西
」
が
興
行
、「
藤
陸
州
」

は
藤
原
佐
世
で
、
寛
平
三
年
春
に
正
月
に
陸
奥
守
に
任
じ
ら
れ
た
が
（『
円
珍
和
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尚
伝
』）、
下
向
は
一
年
延
び
て
い
�
。

　

こ
の
宴
は
、
源
能
有
邸
で
開
か
れ
た
も
の
で
、
興
行
だ
け
で
は
な
く
陸
奥
守
と

し
て
東
北
に
赴
く
佐
世
の
餞
別
宴
も
兼
ね
て
い
る
。
第
一
句
は
ま
さ
に
そ
の
こ
と

を
詠
ん
で
い
る
。

　

源
能
有
と
道
真
の
交
流
に
つ
い
て
は
、
高
兵
兵
に
よ
る
整
理
が
あ
�
。
能
有
と

道
真
の
交
流
は
『
菅
家
文
草
』
に
も
多
く
徴
証
が
あ
る
が
、
高
も
指
摘
す
る
よ
う

に
、
能
有
は
、
道
真
の
詩
友
た
ち
と
交
流
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
餞
別
宴
も
そ
れ

を
証
し
よ
う
。
高
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
能
有
は
、
道
真
、
興
行
の
他
、
巨
勢
文
雄
、

藤
原
佐
世
と
も
交
流
を
持
っ
て
お
り
、
道
真
と
同
門
の
詩
人
と
結
び
つ
い
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
興
行
も
こ
れ
以
外
に
能
有
と
の
交
流
が
あ
っ
た
か
も

知
れ
な
い
。

　

次
は
島
田
忠
臣
の
作
で
あ
る
。

　
　
　

餞
鎮
西
安
明
府
鎮
東
藤
府
君
長
門
菅
太
守
之
任
探
得
遷
字

　
　

門
同
膠
漆
未
為
堅　

門
同
じ
け
れ
ど
も
膠
漆
未
だ
堅
き
を
為
さ
ず

　
　

不
覚
勤
王
外
秩
遷　

覚
え
ず
勤
王
外
に
秩
遷
る
こ
と
を

　
　

七
道
民
貧
多
吏
富　

七
道
の
民
貧
し
く
吏
の
富
む
こ
と
多
し

　
　

折
轅
帰
自
数
君
伝　

折
轅
の
帰
ら
ば
自
ら
数
君
を
伝
へ
む

 

（『
田
氏
家
集
』
巻
下
・　

）
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興
行
・
佐
世
に
加
え
て
、「
長
門
菅
太
守
」（
菅
原
宗
岳
�
）
の
餞
別
宴
で
あ
る
。

な
お
、
�
は
、
こ
の
作
を
前
掲
能
有
邸
の
餞
別
宴
と
同
時
と
考
え
て
い
る
が
、
可

能
性
は
あ
る
も
の
の
、
詩
題
に
能
有
邸
で
あ
る
と
明
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
ま

た
、
第
一
句
に
「
門
同
」
の
語
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
是
善
門
下
の
同
門
と
餞
別

（　

）
32た

（　

）
33る

（　

）
34？

（　

）
35高

宴
を
行
っ
た
と
見
る
べ
き
か
。
能
有
は
道
真
ら
同
門
の
詩
人
と
交
流
を
持
つ
が
、

能
有
自
身
が
同
門
で
は
な
い
。

　

こ
の
詩
に
つ
い
て
は
、『
田
氏
家
集
注
』
に
詳
細
な
注
が
あ
る
。
参
看
し
つ
つ

述
べ
れ
ば
、
首
聯
は
、
同
門
の
三
人
が
そ
れ
ぞ
れ
地
方
に
赴
任
す
る
こ
と
を
い
う

が
、「
勤
王
」
の
措
辞
は
、
道
真
が
興
行
の
兄
宗
行
の
赴
任
時
に
も
用
い
た
言
葉

で
あ
っ
た
（「
会
安
秀
才
餞
舎
兄
防
州
〈
探
得
隅
字
〉」
前
掲
）。
尾
聯
は
、
人
々

の
貧
し
さ
と
官
吏
の
貪
欲
さ
を
い
う
が
、
そ
の
よ
う
な
貪
吏
に
な
る
こ
と
な
く
、

蜀
郡
太
守
の
張
堪
が
、
職
を
去
る
と
き
は
折
れ
た
轅
の
車
で
帰
っ
た
よ
う
に
（『
後

漢
書
』
張
堪
伝
、『
蒙
求
』）、
清
廉
な
官
吏
と
し
て
戻
っ
て
く
れ
ば
、
語
り
伝
え

よ
う
と
い
う
。

　

忠
臣
は
良
吏
た
ら
ん
こ
と
を
期
待
し
て
三
人
を
送
っ
て
い
る
。
こ
の
忠
臣
に
比

較
す
る
と
、
道
真
の
詩
は
、
別
れ
の
悲
し
み
に
浸
っ
て
い
る
。
殊
に
最
初
の
作
は
、

興
行
の
み
を
送
る
宴
で
あ
っ
た
た
め
か
、
自
ら
の
心
細
さ
を
詠
ん
で
い
た
。
こ
こ

に
は
、
道
真
と
興
行
の
関
係
性
が
示
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
忠
臣
は
、
是
善
門
下

に
お
い
て
は
も
っ
と
も
年
長
者
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
こ
に
、
別
れ
の
悲
し
み
よ
り

も
職
責
を
果
た
す
よ
う
な
激
励
の
言
葉
を
掛
け
た
所
以
が
あ
ろ
う
か
。

　

大
宰
府
に
着
い
た
興
行
は
、
寛
平
五
年
五
月
十
一
日
に
、
新
羅
賊
を
追
討
す
る

こ
と
に
な
る
。

大
宰
府
飛
駅
使
来
る
。
奏
状
に
�
く
、
今
月
十
一
日
、
新
羅
賊
来
り
て
、
肥

前
国
松
浦
郡
を
指
す
。
即
日
、
勅
符
を
帥
是
忠
親
王
・
大
弐
安
倍
興
行
朝
臣

等
に
賜
ひ
て
追
討
せ
し
む
て
へ
り
。
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（『
日
本
紀
略
』
寛
平
五
年
五
月
二
十
二
日
）

　

こ
れ
に
引
き
続
き
、
閏
五
月
三
日
に
は
「
新
羅
賊
、
肥
後
国
飽
田
郡
に
於
て
人

宅
を
焼
亡
せ
し
む
。
又
肥
前
国
松
浦
郡
に
逃
げ
去
る
。
即
ち
勅
符
を
賜
ひ
て
追
討

せ
し
む
」
と
あ
り
、
ま
た
、
六
月
二
十
日
に
「
新
羅
賊
の
事
を
奏
す
。
勅
符
を
賜

ひ
て
こ
れ
を
遣
る
」
と
あ
る
の
も
、
追
討
に
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、

翌
年
二
月
二
十
二
日
に
も
新
羅
賊
を
追
討
す
る
勅
符
を
賜
り
、
三
月
十
三
日
に
、

新
羅
賊
が
「
辺
島
」
を
「
侵
寇
」
し
、
こ
れ
に
も
追
討
の
勅
符
が
出
る
。
ま
た
四

月
十
日
に
は
、
対
馬
を
襲
っ
た
新
羅
賊
へ
の
追
討
の
勅
符
が
出
、
十
七
日
に
は
、

将
軍
を
賜
わ
ら
ん
こ
と
を
奏
状
し
た
大
宰
府
に
対
し
て
、
即
日
、
参
議
藤
原
国
経

を
権
帥
と
し
て
向
か
わ
せ
て
い
る
（
以
上
、『
日
本
紀
略
』）。

　

こ
の
よ
う
に
新
羅
賊
の
頻
繁
な
来
襲
が
あ
り
、
九
月
に
は
さ
ら
に
大
規
模
な
来

襲
が
あ
っ
た
（『
扶
桑
略
記
』
寛
平
六
年
九
月
五
日
）。

　

興
行
は
、
大
宰
府
に
赴
任
す
る
や
、
こ
の
緊
急
事
態
に
対
処
す
る
こ
と
に
な
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
興
行
が
ど
こ
ま
で
関
わ
っ
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
寛
平
五
年
五
月
二
十
二
日
の
記
事
が
、
興
行
が
資
料
に
見
え
る
最
後
だ

か
ら
で
あ
る
。
興
行
が
そ
の
後
の
追
討
に
も
加
わ
っ
た
の
か
、
ま
た
、
都
へ
戻
っ

た
の
か
、
ま
っ
た
く
の
未
詳
で
あ
る
。
寛
平
期
の
新
羅
賊
の
来
襲
は
、
新
羅
末
期

の
反
乱
状
態
に
根
を
持
つ
と
推
測
さ
れ
て
い
る
�
、
思
え
ば
、
興
行
は
、
藤
原
元

利
万
侶
が
新
羅
国
王
と
通
謀
し
た
事
件
で
推
問
密
告
使
を
務
め
て
い
た
。
興
行
の

大
宰
大
弐
就
任
も
、
新
羅
と
の
関
係
に
よ
る
も
の
と
考
え
た
く
な
る
が
、
ま
っ
た

く
の
憶
測
で
し
か
な
い
。 

（　

）
36が

　
　
　

お
わ
り
に

　

興
行
の
事
績
を
概
観
し
て
き
た
。
足
跡
を
辿
っ
て
も
、
歴
史
上
顕
著
な
活
躍
を

見
せ
た
わ
け
で
も
な
い
し
、
作
品
も
残
ら
な
い
。
し
か
し
、
地
方
官
と
し
て
良
吏

で
あ
っ
た
こ
と
は
、
紀
伝
道
出
身
者
に
期
待
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
�
、
阿
衡
紛

議
の
混
乱
の
中
で
文
章
博
士
に
就
任
し
た
こ
と
は
、
そ
の
立
場
が
中
立
的
で
あ
っ

た
こ
と
を
暗
示
す
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

当
時
の
儒
者
に
つ
い
て
は
、
常
に
道
真
が
中
心
に
論
じ
ら
れ
る
。
ま
た
相
対
す

る
三
善
清
行
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
興
行
の
よ
う
に
、
地
方
官

を
歴
任
し
た
が
た
め
に
、
中
央
で
の
出
世
か
ら
離
れ
た
も
の
も
い
た
。
興
行
は
、

文
章
博
士
に
な
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
儒
者
と
い
う
よ
り
も
、
良
吏
・
能
吏
と

い
っ
た
趣
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
こ
の
よ
う
な
有
り
様
が
、
紀
伝
道
出
身
者
で
は
、

当
時
一
般
的
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
今
後
も
儒
者
の
伝
記
を
作
り

つ
つ
考
え
て
い
き
た
い
。

　

興
行
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
や
は
り
道
真
と
の
交
流
で
あ
る
。
道
真
に
と
っ

て
忠
臣
が
岳
父
で
あ
る
の
に
対
し
、
そ
れ
よ
り
は
世
代
の
近
い
友
人
と
い
う
立
場

で
あ
る
。
近
し
い
先
輩
と
い
う
意
識
も
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。「
兄
義
」
と
い

う
言
葉
も
あ
っ
た
。
こ
の
辺
り
は
、
忠
臣
と
の
関
係
と
別
種
の
交
流
と
し
て
貴
重

で
あ
る
と
思
う
。

　

興
行
の
兄
弟
に
も
っ
と
触
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
が
（
貞
行
は
良
吏
と
し
て
知
ら

れ
る
し
、
清
行
は
紀
伝
道
出
身
で
古
今
作
者
で
あ
る
）、
既
に
紙
幅
が
尽
き
た
。
今

後
の
課
題
と
し
た
い
。

（　

）
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注
（
１
）
本
間
洋
一
「
菅
原
道
真
の
漢
詩
解
釈
憶
説
―
交
遊
詩
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
中
央
大
学

国
文　

・
二
〇
〇
七
年
）。

50

（
２
）
以
下
、
正
史
を
出
典
と
す
る
場
合
、
資
料
名
は
省
略
す
る
。

（
３
）「
鴻
漸
」
は
、
次
第
に
昇
進
す
る
こ
と
。
晉
の
謝
瞻
「
於
安
城
答
霊
運
」（『
文
選
』

巻
二
十
五
）
に
「
鴻
漸
随
レ

事
変
、
雲
台
与
レ

年
峻
」
と
あ
り
、
李
善
注
に
「
鴻
漸
、

以
喩
二

仕
進
一 。  
雲
台
、
以
喩
二

爵
位
一

也
。
周
易
曰
、
鴻
漸
二

于
陸
一

」
と
見
え
る
。

（
４
）『
系
図
纂
要
』
に
は
、
清
行
と
興
行
の
間
に
、
利
行
と
い
う
人
物
が
あ
げ
ら
れ
て
い

る
。
な
お
、
道
真
に
「
書
懐
寄
安
才
子
」、「
傷
安
才
子
」（『
菅
家
文
草
』
巻
一
・　

、
61

　

）と
い
う
作
が
あ
る
。
恐
ら
く
安
倍
氏
と
思
わ
れ
る
が
誰
に
当
た
る
か
は
未
詳
。『
菅

72家
文
草
』
の
排
列
を
加
味
す
れ
ば
、　

は
、
貞
観
十
二
年
か
ら
十
三
年
頃
の
作
。　

61

72

は
、
貞
観
末
か
ら
元
慶
二
、
三
年
頃
。
な
お
、『
菅
家
文
草
』
に
見
え
る
「
才
子
」

は
、
文
章
生
に
な
る
以
前
を
指
す
場
合
が
多
い
。
例
え
ば
、　

詩
で
は
自
注
に
「
君
、

61

有
下

歳
莫
暫
停
二

寮
試
一

之
嗟
上

」
と
あ
っ
て
、
安
才
子
は
、
寮
試
＝
擬
文
章
生
試
を
受

験
す
る
学
生
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
ま
た
、「
書
懐
文
才
子
」（『
菅
家
文
草
』
巻
四
・

　

）
の
「
文
才
子
」
は
、
文
室
時
実
と
推
測
さ
れ
る
が
、
続
く　

「
聞
文
進
士
及
第

244

245

題
客
舎
壁
〈
文
室
時
実
〉」
と
あ
る
よ
う
に
、　

詩
の
時
点
で
は
、
奉
試
及
第
前
で

244

あ
る
。
従
っ
て
、「
安
才
子
」
は
、
文
章
生
試
に
合
格
で
き
な
い
ま
ま
に
死
ん
だ
と

推
測
さ
れ
る
。
な
お
、『
菅
家
文
草
』
の
「
才
子
」
に
つ
い
て
、
後
藤
昭
雄
「
源
為

憲
と
藤
原
有
国
の
交
渉
を
め
ぐ
っ
て
」（
日
本
歴
史　

・
二
〇
〇
七
年
）
に
言
及
が

715

あ
る
。

（
５
）
な
お
、
唯
一
年
齢
が
分
か
る
清
行
は
、
貞
観
六
年
（　

）
で
は
、
四
十
歳
。

864

（
６
）
古
藤
真
平
「『
登
科
記
』　

八
・
九
世
紀
文
章
生
、
文
章
得
業
生
、
秀
才
・
進
士
試
受

験
者
一
覧
（
稿
）」（
国
書
逸
文
研
究　

・
一
九
九
一
年
）
参
照
。

24

（
７
）
中
野
高
行
「
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
『
外
記
補
任
』
の
補
訂
（
Ⅲ
）
―
八
・
九
世
紀
分
に

つ
い
て
―
」（
史
学　

―
2
・
一
九
八
六
年
）
に
よ
る
。

56

（
８
）
人
物
比
定
に
つ
い
て
は
、
後
藤
昭
雄
「
紀
長
谷
雄
「
延
喜
以
後
詩
序
」
私
注
」（
前

掲
）
参
照
。

（
９
）
小
尾
郊
一
「
漢
代
の
辞
賦
と
そ
の
娯
楽
性
―
問
答
体
と
架
空
人
物
―
」（『
真
実
と
虚

構
―
六
朝
文
学
』
汲
古
書
院
・
一
九
九
四
年
、
一
九
七
五
年
初
出
）
な
ど
を
参
照
。

（　

）
な
お
、
兄
清
行
も
紀
伝
道
に
学
ん
で
い
る
。『
古
今
和
歌
集
目
録
』
に
よ
れ
ば
、
承

10

和
三
年
春
に
奉
試
及
第
。

（　

）
中
條
順
子
「
都
良
香
伝
考
」（『
今
井
源
衛
教
授
退
官
記
念　

文
学
論
叢
』
九
州
大
学

11

国
語
学
国
文
学
研
究
室
・
一
九
八
二
年
）。

（　

）
本
間
洋
一
「
菅
原
道
真
の
菊
の
詩
」（『
王
朝
漢
文
学
表
現
論
考
』
和
泉
書
院
・
二
〇

12

〇
二
年
、
一
九
八
五
年
初
出
）
の
注　

に
指
摘
が
あ
る
。

49

（　

）
蔵
中
ス
ミ
「
島
田
忠
臣
年
譜
覚
え
書
」（
小
島
憲
之
監
修
『
田
氏
家
集
注　

巻
之
上
』

13

和
泉
書
院
・
一
九
九
一
年
）。

（　

）『
蒙
求
』
に
「
董
生
下
帷
」
が
あ
り
、
古
注
に
「
董
仲
舒
少
耽
レ

学
。
俗
謂
董
生
下
レ

14

帷
読
レ

書
、
弟
子
不
レ

見
レ

面
」
と
あ
る
。
但
し
、『
史
記
』
儒
林
列
伝
・
董
仲
舒
に

「
董
仲
舒
、
広
川
人
也
。
以
治
二

春
秋
� 
孝
景
時
為
二

博
士
� 
下
レ

帷
講
誦
、
弟
子
伝

以
二

久
次
一

相
受
業
。
或
莫
レ

見
二

其
面
一

」
と
あ
り
（『
漢
書
』
董
仲
舒
伝
、
徐
注
本

『
蒙
求
』
も
こ
れ
に
同
じ
）、
帷
を
下
ろ
し
て
講
授
し
、
弟
子
は
誰
も
彼
の
顔
を
見

る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
董
仲
舒
は
既
に
博
士
で
あ
り
、
弟
子
に
講
授

す
る
場
面
で
あ
る
。
道
真
は
、
他
に
も
「
夫
董
公
垂
レ

帷
、
薛
子
踏
レ

壁
、
非
二

止
研

精
之
至
� 
抑
亦
安
閑
之
意
也
」（「
書
斎
記
」『
菅
家
文
草
』
巻
七
・　

）、「
臣
十
五

526

歳
加
レ

冠
而
後
二
十
六
、
対
策
以
前
、
垂
レ

帷
閉
レ

戸
、
渉
� 獵
経
典
一

」（　

「
献
家
集

674

状
」）
と
用
い
て
お
り
、『
史
記
』
な
ど
に
い
う
「
講
誦
」
と
は
異
な
り
、
古
注
『
蒙

求
』
系
統
の
故
事
を
用
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（　

）
助
道
の
対
策
に
つ
い
て
は
、
年
次
未
詳
な
が
ら
『
二
中
歴
』
登
省
歴
に
「
七
月
廿
二

15

日
冊
試
〈
弁
星
辰
、
通
変
化
〉。
音
人
問
」
と
見
え
る
。

。一

。一

、一

―二
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（　

）
な
お
、
こ
の
詩
、
い
く
つ
か
の
問
題
を
提
起
す
る
。
四
句
目
に
「
青
衫
未
レ

換
名
無
レ

16

謚
」
と
「
謚
」
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
文
脈
か
ら
で
あ
れ
ば
、
出
世
す
れ

ば
「
謚
」
が
送
ら
れ
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
日
本
に
お
い
て
謚
号
は
、

天
皇
号
あ
る
い
は
高
僧
な
ど
に
つ
い
て
は
知
ら
れ
る
が
、
一
般
官
人
に
つ
い
て
は
管

見
に
入
ら
な
い
。
こ
の
点
、
検
討
を
要
す
る
。
ま
た
、
結
句
に
「
高
才
不
レ

過
二

伝
先

存
一

」
と
「
伝
」
が
書
か
れ
た
こ
と
が
見
え
る
。
あ
る
い
は
家
伝
の
類
で
あ
ろ
う
か
。

（　

）
保
立
道
久
「
民
族
複
合
国
家
の
解
消
と
「
万
世
一
系
」・
神
国
思
想
―
「
応
天
門
の

17

変
」
の
対
外
的
契
機
」（『
黄
金
国
家　

東
ア
ジ
ア
と
平
安
日
本
』
青
木
書
店
・
二
〇

〇
四
年
）。

（　

）
米
田
雄
介
「
郡
司
・
百
姓
の
抵
抗
―
石
見
国
守
襲
撃
事
件
―
」（『
古
代
の
地
方
史　

２

18

山
陰
・
山
陽
・
南
海
編
』
朝
倉
書
店
・
一
九
七
七
年
）。

（　

）
川
見
典
久
「
推
問
使
の
派
遣
と
地
方
支
配
」（
続
日
本
紀
研
究　

・
二
〇
〇
三
年
）。

19

344

（　

）
川
尻
秋
生
「
日
本
古
代
に
お
け
る
「
議
」」（
史
学
雑
誌　

―
3
・
二
〇
〇
一
年
）。

20

110

（　

）
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
「
告
」
に
作
る
が
、
増
補
六
国
史
頭
注
の
指
摘
に
従
う
。

21
（　

）『
系
図
纂
要
』
の
興
行
に
「
貞
観
十
四
年
天
下
大
旱
。
野
无
二

青
草
� 
経
二

旬
月
一

祈

22

之
、
雨
忽
下
レ

�
。
興
行
終
日
坐
二

庭
中
� 
合
掌
請
レ

祷
、
及
二

�
日
一

雨
下
、
如
二

�

器
水
� 
万
人
吹
感
」
の
記
事
が
上
が
る
。
興
行
が
祈
雨
を
行
っ
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
現
在
、
こ
れ
以
上
遡
る
こ
と
が
で
き
ず
、
注
記
す
る
に
留
め
る
。

（　

）
以
下
、
国
司
時
代
の
同
僚
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
康
充
編
『
国
司
補
任　

第
二
、
第
三
』

23

（
続
群
書
類
従
完
成
会
・
一
九
八
九
、
九
〇
年
）
を
参
照
し
た
。

（　

）
後
藤
昭
雄
「
菅
原
道
真
の
詩
と
律
令
語
」（
中
古
文
学　

・
一
九
八
一
年
）。

24

27

（　

）
川
口
注
は
、「
公
車
は
、
官
署
の
名
。
天
下
の
上
書
及
び
徴
詔
の
こ
と
を
掌
り
、
詔

25

を
待
つ
者
が
命
を
ま
っ
て
お
る
と
こ
ろ
。
中
務
省
に
当
た
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
い
、

大
内
記
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
を
い
う
と
注
し
、『
漢
書
』
東
方
朔
伝
を
引
く
。
詔
を

待
つ
も
の
が
い
る
場
所
を
指
す
こ
と
か
ら
そ
う
理
解
し
た
ら
し
い
。
し
か
し
、
大
内

記
は
詔
を
書
く
職
掌
で
あ
る
か
ら
、
詔
を
待
つ
「
公
車
」
と
は
異
な
る
。
川
口
注
が

、一

、一

。一

言
及
す
る
『
漢
書
』
東
方
朔
伝
に
は
、「
朔
文
辞
不
遜
、
高
自
称
レ

誉
。
上
偉
レ

之
、

令
レ

待
二

詔
公
車
一

」
と
あ
る
。
武
帝
が
天
下
の
賢
良
等
を
召
し
た
と
き
、
上
書
し
て

事
の
得
失
を
論
じ
さ
せ
た
が
、
東
方
策
も
上
書
し
た
。
武
帝
は
こ
れ
を
「
偉
」
と
し
、

公
車
で
詔
命
を
待
た
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
考
慮
す
れ
ば
、
道
真
の
詩
の
場
合
も
、

献
策
し
て
天
子
に
取
り
立
て
ら
れ
る
の
を
待
つ
＝
任
官
を
待
つ
と
い
う
意
で
解
釈
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
唐
詩
の
例
を
見
る
と
、「
待
詔
公
車
」
の
形
で
用
い
ら
れ
る
こ
と

が
多
く
、
李
白
「
筆
贈
独
孤
�
馬
」
に
「
是
時
僕
在
二

金
門
裏
� 
待
二

詔
公
車
一

謁
二

天
子
一

」
と
見
え
る
。
劉
禹
錫
「
送
曹
�
帰
越
中
旧
隠
詩
」
の
「
地
遠
何
当
レ

随
二

計

吏
� 
策
成
終
自
詣
二

公
車
一

」
も
同
方
向
で
考
え
ら
れ
る
。
川
口
注
が
い
う
よ
う
な
、

大
内
記
に
任
じ
ら
れ
た
と
い
う
具
体
的
な
任
官
と
い
う
よ
り
も
、
任
官
を
待
っ
て
公

車
に
立
つ
と
い
う
程
度
で
解
釈
す
べ
き
か
。

（　

）
以
下
、
国
司
の
交
替
に
つ
い
て
は
、
福
井
俊
彦
「『
延
喜
交
替
式
』
に
よ
る
交
替
制

26

度
」（『
交
替
式
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
・
一
九
七
八
年
）
を
参
照
し
た
。

（　

）
川
口
注
は
、「
彼
ら
は
ど
う
い
う
心
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
」
と
東
国
の
夷
狄

27

の
「
心
」
と
し
て
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
白
居
易
「
答
元
八
郎
中
楊
十

二
博
士
」（　

）
に
「
身
覚
二

浮
雲
一

無
レ

所
レ

著
、
心
同
二

止
水
一

有
二

何
情
一

」
と
あ
り
、

1067

心
を
澄
ん
だ
水
に
譬
え
、
俗
念
の
な
い
こ
と
が
「
有
何
情
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
と
同
様
、
自
分
の
心
が
動
か
な
い
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ

の
白
居
易
の
句
は
、「
…
無
所
…
、
…
有
何
情
」
の
形
式
も
道
真
詩
に
似
て
い
る
。
但

し
、
道
真
は
国
務
で
多
忙
な
た
め
関
心
が
向
か
な
い
こ
と
を
「
有
何
情
」
と
詠
む
の

に
対
し
、
白
居
易
は
俗
事
に
か
か
ず
ら
う
よ
う
な
情
が
な
い
こ
と
を
い
う
の
が
対
照

的
と
も
い
え
る
。
一
句
は
、
東
国
の
夷
狄
が
そ
の
荒
々
し
さ
か
ら
騒
乱
を
起
こ
し
た

ら
し
い
が
、
自
分
は
多
忙
な
た
め
、
そ
ち
ら
へ
の
興
味
が
湧
か
な
い
こ
と
を
い
う
と

考
え
る
。
頸
聯
は
、
頷
聯
で
詩
友
が
多
忙
な
こ
と
を
詠
む
の
に
対
し
、
自
ら
の
多
忙

を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

（　

）
こ
の
詩
の
結
句
に
つ
い
て
、
桑
原
朝
子
「
詩
人
に
よ
る
政
治
―
菅
原
道
真
の
構
想
」

28
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、一
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（『
平
安
朝
の
漢
詩
と
「
法
」　

文
人
貴
族
の
貴
族
制
構
想
の
成
立
と
挫
折
』（
東
京

大
学
出
版
会
・
二
〇
〇
五
年
）
は
、「
忠
臣
に
風
物
を
存
分
に
楽
し
む
よ
う
に
勧
め

て
い
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
時
期
に
こ
そ
、
権
力
闘
争
か
ら
距
離
を
お
い

て
冷
静
に
物
事
を
判
断
で
き
る
「
詩
人
」
が
天
皇
の
側
近
に
あ
っ
て
輔
佐
す
る
べ
き

な
の
だ
、
と
い
う
考
え
方
を
示
唆
し
て
い
る
」
と
い
う
。
忠
臣
に
風
物
を
存
分
に
楽

し
め
と
い
う
こ
と
が
、
ど
う
し
て
、「
権
力
闘
争
か
ら
距
離
を
お
い
て
冷
静
に
物
事

を
判
断
で
き
る
「
詩
人
」
が
天
皇
の
側
近
に
あ
っ
て
輔
佐
す
る
べ
き
」
と
い
う
こ
と

を
「
示
唆
」
す
る
の
か
、
私
に
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
桑
原
は
、
こ
の
詩
を
根
拠
の

一
つ
と
し
て
、
道
真
が
「「
詩
人
」
で
あ
る
自
ら
の
よ
う
な
文
人
貴
族
自
身
が
積
極

的
に
政
治
に
関
わ
り
、
こ
れ
を
主
導
し
て
ゆ
く
と
い
う
体
制
を
構
想
し
始
め
た
」
と

い
う
の
だ
が
、
こ
の
詩
は
、
あ
ま
り
の
激
務
で
詩
を
詠
め
な
い
「
詩
友
」
に
代
わ
り
、

「
閑
」
の
あ
る
忠
臣
に
詩
を
詠
む
こ
と
を
勧
め
る
作
で
あ
る
と
考
え
る
。「
天
皇
の

側
近
と
な
っ
て
輔
佐
す
る
べ
き
」
と
い
う
「
示
唆
」
を
、
私
は
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

（　

）
所
功
「
阿
衡
紛
議
と
菅
原
道
真
」（
和
漢
比
較
文
学
会
編
『
菅
原
道
真
論
集
』
勉
誠

29

出
版
・
二
〇
〇
三
年
）
に
関
係
資
料
が
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
至
便
で
あ
る
。

（　

）『
公
卿
補
任
』
等
は
寛
平
三
年
と
す
る
が
、
飯
倉
晴
武
校
訂
『
弁
官
補
任　

第
一
』

30

（
続
群
書
類
従
完
成
会
・
一
九
八
二
年
）
寛
平
三
年
・
保
則
に
「
翌
年
カ
」
と
す
る

の
に
従
う
。
な
お
拙
稿
「
道
真
の
同
僚
」（
前
掲
）
参
照
。

（　

）
例
え
ば
、
春
名
宏
昭
「
菅
原
道
真
の
任
讃
岐
守
」（『
菅
原
道
真
論
集
』
前
掲
）。
な

31

お
、
匡
衡
は
、
文
雄
が
文
章
博
士
か
ら
越
前
守
に
遷
っ
た
と
記
す
が
、
文
雄
が
文
章

博
士
と
し
て
見
え
る
の
は
、
貞
観
十
八
年
四
月
十
八
日
ま
で
で
、
元
慶
元
年
春
に
は

左
少
弁
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
（『
弁
官
補
任
』、『
本
朝
文
粋
』
巻
九
・　

）。
任
越
前

262

守
は
元
慶
八
年
三
月
九
日
で
、
こ
の
と
き
文
雄
は
、
右
中
弁
・
大
学
頭
・
紀
伊
守
で

あ
っ
た
。
文
章
博
士
か
ら
直
接
越
前
守
に
遷
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
匡
衡
の
付
会
か
。

申
文
に
お
け
る
付
会
に
つ
い
て
は
、
小
野
泰
央
「
申
文
の
誇
張
表
現
│
『
本
朝
文
粋
』

を
中
心
と
し
て
│
」（
和
漢
比
較
文
学　

・
一
九
九
八
年
）
に
詳
し
い
。
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（　

）
道
真
「
左
金
吾
相
公
於
宣
風
坊
臨
水
亭
餞
別
奧
州
刺
史
同
賦
親
字
〈
古
調
十
四
韻
〉」

32

（『
菅
家
文
草
』
巻
五
・　

）
に
「
人
是
初
老
路
何
遠
、
所
以
留
連
歳
再
巡
」
と
あ

357

る
。
な
お
、
後
藤
昭
雄
「
藤
原
佐
世
」（『
平
安
朝
漢
文
学
論
考　

補
訂
版
』
勉
誠
出

版
・
二
〇
〇
五
年
、
一
九
七
九
年
初
出
）
参
照
。

（　

）
高
兵
兵
「
菅
原
道
真
の
交
友
と
源
能
有
」（
前
掲
）。

33
（　

）
な
お
、
菅
原
宗
岳
は
『
外
記
補
任
』
で
は
、
仁
和
四
年
に
長
門
守
で
、
寛
平
四
年
赴

34

任
で
は
な
い
。
重
任
か
。
あ
る
い
は
別
人
を
想
定
す
べ
き
か
。
後
藤
昭
雄
「
紀
長
谷

雄
「
延
喜
以
後
詩
序
」
私
注
」（
前
掲
）
参
照
。

（　

）
高
兵
兵
前
掲
論
文
。

35
（　

）
新
羅
賊
に
つ
い
て
は
、
近
年
の
論
稿
と
し
て
、
山
内
晋
次
「
九
世
紀
東
ア
ジ
ア
に
お

36

け
る
民
衆
の
移
動
と
交
流
―
寇
賊
・
反
乱
を
お
も
な
素
材
と
し
て
―
」（『
奈
良
平
安

朝
の
日
本
と
ア
ジ
ア
』
吉
川
弘
文
館
・
二
〇
〇
三
年
、
一
九
九
六
年
初
出
）、
保
立

道
久
「
民
族
複
合
国
家
の
解
消
と
「
万
世
一
系
」・
神
国
思
想
―
「
応
天
門
の
変
」

の
対
外
的
契
機
」（
前
掲
）
が
あ
る
。
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
鈴
木
靖
民
「
遣
唐

使
の
停
止
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」（『
古
代
対
外
関
係
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
・

一
九
八
五
年
、
一
九
七
五
年
初
出
）
は
、
遣
唐
使
の
停
止
の
事
情
を
探
る
際
に
、
興

行
と
道
真
が
「
懇
意
な
関
係
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
新
羅
賊
の
事
件
に
つ
い

て
何
ら
か
の
連
絡
が
あ
っ
た
か
と
「
憶
測
」
し
て
い
る
。
鈴
木
は
、
遣
唐
使
の
停
止

に
つ
い
て
「
そ
の
主
た
る
動
機
の
第
一
に
は
新
羅
の
賊
の
侵
攻
を
数
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、
興
行
か
ら
の
情
報
も
、
遣
唐
使
の
停
止
に
関
わ
っ
た

と
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
新
羅
賊
と
遣
唐
使
停
止
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

石
井
正
敏
「
寛
平
六
年
の
遣
唐
使
計
画
と
新
羅
の
海
賊
」（
ア
ジ
ア
遊
学　

・
二
〇

26

〇
一
年
）
が
否
定
的
で
あ
る
。

（　

）
拙
稿
「
菅
原
道
真
に
お
け
る
〈
祖
業
〉」（
伊
井
春
樹
編
『
古
代
中
世
文
学
研
究
論
集

37

第
二
集
』
和
泉
書
院
・
一
九
九
九
年
）
参
照
。 
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